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◆相 談 先◆ 

〜全般に関すること 

市役所福祉課（中央4丁目2番地1） 

電話番号 372-3311 

F A X 398-4312 

メ-ルアドレス fukushi@city.kitahiroshima.lg.jp 

相談時間 月曜日〜金曜日（祝日及び年末年始を除く） 

午前8時45分〜午後5時15分 

〜生活に関すること 

障がい者生活支援センターみらい 

（南町4丁目1番地1 地域サポートセンターみなみ内） 

電話番号 376-7776 

F A X 376-7778 

メールアドレス miraitmt@bz04.plala.or.jp 

相談時間 月曜日〜金曜日（祝日及び年末年始を除く） 

午前9時00分〜午後5時00分（電話相談は随時） 

〜就労に関すること 

障がい者就労支援センターめーでる 

（朝日町2丁目6番地9）   

電話番号 372-5525 

F A X 373-8673 

メールアドレス me-deru@bz01.plala.or.jp 

相談時間 月曜日〜金曜日（祝日及び年末年始を除く） 

午前9時00分〜午後5時00分（電話相談は随時） 

抱え込まずにご相談ください!! 

 



 

  

この冊子は、心身に障がいのある方が利用できる制度を簡単

に紹介したものです。 

この冊子を活用し、障がいのある方と家族の方が必要とする

より多くの制度を利用されることを期待しています。 

なお、ご不明な点はお気軽に担当へお尋ねください。 

 

北 広 島 市 保 健 福 祉 部 福 祉 課 

 

 
 

はじめに 

 

令和6年1月改訂 

発行／北広島市役所保健福祉部福祉課 
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●この冊子は、令和6年1月現在でそのあらましを編集し

ています。 

今後、制度や機構など変更がある可能性がありますの

で、詳細については必ず担当にご確認くださいますよ

うお願いいたします。 
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障がい者（18 歳以上）が利用できる 

 

 

・本書に掲載されている各種サービス（抜粋）が、どのような対象者向けに用意されてい

るか示した一応の目安です。 

・この表では説明しきれない内容もありますので、本文をご覧になり、各窓口で詳細をご

確認ください。 
 

項
目 

 

ペ
ー
ジ 

障がい区分（級） 

事業名 

視覚障がい 聴覚又は平衡機能障がい 
音声言語

機能障害 

1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 3 4 
 

 
年
金 
・
手
当 

14 障害基礎年金 国民年金法障害等級の 1 級または 2 級に該当する 20 歳以上の方。 

15 障害厚生年金 厚生年金保険の被保険者期間中に初診日がある病気やケガによって国民年 

15 老齢厚生年金における障害者特例 特別支給の老齢厚生年金には、障がいの程度により加算される障害者 

17 特別障害者手当 著しく重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時特別の 

17 心身障害者扶養共済（加入資格） ○ ○ ○    ○ ○    ○  

 
税
の
軽
減 

18 所得税、住民税の控除 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

19 軽自動車税の減免 ○ ○ ○ 
一

○
部   聴

○
覚 

○  平

○
衝  一

○
部  

19 自動車税、自動車取得税の免除、減免 ○ ○ ○ ○   聴

○
覚 

○  平

○
衝  一

○
部  

固定資産税、相続税、贈与税、個人事業税、関税、マル優・特別マル優制度については、各ページを 

 
交
通
費
の
割
引 
・
助
成 

21 有料道路の割引 ○ ○ ○ 
一

○
部 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

22 公共交通機関の運賃の割引 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

24 タクシー割引 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

24 福祉タクシー・福祉自動車燃料利用券 ○ ○     ○       

24 精神障がい者等社会復帰訓練通所交通費の助成              

24 重度心身障がい者等の通院交通費助成 「重度心身障がい者医療、ひとり親家庭等医療（子のみ）、子ども医療の受給資格」 

25 移送サービス              

25 新千歳空港A・B・C 駐車場利用料の減免 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

公
共
料
金
等
の
割
引 

26 NHK 放送
受信料の
減免 

半額免除（世帯主に限る。） ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
聴

○
覚 聴

○
覚 聴

○
覚 聴

○
覚 聴

○
覚   

26 全額免除（所得制限あり。） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

26 携帯電話基本使用料等の割引 詳細については、各携帯電話会社にお問い合わせください。 

27 NTTの無料番号案内（ふれあい案内） 詳細については、NTT各支店、営業窓口にお問い合わせください。 

27 郵便料金の優遇措置 詳細については、各郵便局にお問い合わせください。 



サービス一覧 

 

 

・障害者手帳をお持ちでない方、難病の方も対象となる制度があります。 
 

 

 
 

肢体不自由 内部障がい 知的障がい 精神障がい  
備考・その他の要件 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 A B 1 2 3 
 

 その他に一定の要件あり。 

金法障害等級の1級または2級に該当する方。独自給付として3級があります。 その他に一定の要件あり。 

特例制度があります。 その他に一定の要件あり。 

介護を必要とする方。  

○ ○ ○    ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○   

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 詳しくは各担当へお尋ねください。 

○ ○ 
一

○
部 一

○
部 一

○
部 一

○
部 

○ 
一

○
部 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

○ ○ ○ 
一

○
部 一

○
部 一

○
部 

○ 
一

○
部 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ その他に一定の要件あり。 

ご覧ください。 

○ 
一

○
部 一

○
部 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 
一

○
部 

○     2種は本人運転の場合のみ。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
一

○
部 一

○
部 一

○
部  

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○     

○ ○     ○ ○ ○  ○  ○    

            ○ ○ ○ その他に一定の要件あり。 

と「特定疾病、特定疾患、特定医療（指定難病）、自立支援医療などに該当する受給者証」の両方をお持ちの方。 その他に一定の要件あり。 

一

○
部 一

○
部              移動に車いすやストレッチャーを使用

し、ホームヘルパーの介助が必要な方 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 詳しくは新千歳空港へお尋ねください。 

○ ○     ○ ○   ○  ○   総合等級で重度（1,2 級）となる身
体障害者手帳をお持ちの方も含む。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 世帯構成員全員が市民税非課税。 

  

  

  



障がい者（18 歳以上）が利用できる 

 

 

 

 

 

 
 

項
目 

ペ
ー
ジ 

障がい区分（級） 

事業名 

視覚障がい 聴覚又は平衡機能障がい 
音声言語

機能障害 

1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 3 4 
 

医
療
費
の
助
成 

28 重度心身障がい者医療費の助成 ○ ○     ○       

28 特定疾病療養受領証              

29 自立支援医療 更生医療または精神通院医療が必要な方。 

30 難病（特定疾患）等医療費の助成 クローン病など国や道の指定する疾患及び血友病の方。 

福
祉
用
具
な
ど 

33 紙おむつの購入費の助成 ○ ○     ○       

33 緊急通報システム ○ ○     ○       

33 在宅難病患者等の酸素濃縮器使用の助成              

障害者
総 合
支援法 

43 意思疎通支援事業       聴

○
覚 聴

○
覚 聴

○
覚  聴

○
覚 

○ ○ 

43 点字・声の広報等発行事業 ○ ○ ○ ○ ○ ○        

 46 郵便等による不在者投票              

46 家庭ごみの庭先収集 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

47 盲導犬貸与 ○ ○            

47 歩行困難者使用中標章 ○ ○ ○ 
一

○
部   ○ ○ 

一

○
部 一

○
部    

47 高齢運転者等の専用駐車区間制度       聴

○
覚 聴

○
覚 聴

○
覚 聴

○
覚 聴

○
覚   

48 障がい者自動車運転免許取得費の助成 ○ ○ ○ ○   ○ ○ ○   ○ ○ 

48 障がい者自動車改造費の助成              

50 高齢者等インフルエンザ予防接種              

51 配食サービス ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   

51 訪問理容サービス ○ ○     ○       

51 除雪サービス ○ ○     ○       

51 認知症高齢者等ＳＯＳネットワ-ク事業              

芸術・
文化・
スポー
ツなど 

52 北海道障がい者スポーツ大会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

52 総合体育館使用料金の減免 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

52 芸術文化ホ-ル使用料金の減免 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

そ
の
他
の
障
が
い
福
祉
サ
ー
ビ
ス 



サービス一覧 

 

 

 

 

 

 
 

肢体不自由 内部障がい 知的障がい 精神障がい  
備考・その他の要件 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 A B 1 2 3 
 

○ ○     ○ ○ ○  ○  ○   所得制限あり。精神障がいのある
方は入院に係るものは除く。 

      腎

○
臓  腎

○
臓 腎

○
臓      人工透析を必要とする慢性腎不全、

血友病、後天性免疫不全症候群。 

  

 詳しくは千歳保健所へお尋ねください。 

○ ○     ○ ○   ○     在宅 3 歳以上の障がい者等で常
時紙おむつを使用している方。 

○ ○     ○ ○        ひとり暮らしの方。 

      呼

○
吸器 呼

○
吸器 呼

○
吸器 呼

○
吸器      在宅での酸素療法及び人工呼吸療

法が必要な方。 

                

               点字翻訳・音声録音した広報や議
会だよりが必要な方。 

一

○
部 一

○
部     一

○
部 一

○
部 一

○
部        

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ その他に一定の要件あり。 

                

○ 
一

○
部 一

○
部 一

○
部 一

○
部  ○ ○ ○  ○  ○    

○ ○ ○ ○ ○ ○          その他に一定の要件あり。 

○ ○ ○ ○   ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

○ ○               

一

○
部 一

○
部     一

○
部    一

○
部     その他に一定の要件あり。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ その他に一定の要件あり。  

○ ○     ○ ○        自己負担、利用限度あり。 

○ ○     ○ ○        その他に一定の要件あり。 

         
 ○ ○ ○ ○ ○  

○ ○ ○ ○ ○ ○ 
一

○
部 一

○
部 一

○
部 一

○
部 

○ ○     

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  



障がい児（18 歳未満）が利用できる 

 

 

・本書に掲載されている各種サービス（抜粋）が、どのような対象者向けに用意されてい 

 るかを示した一応の目安です。 

・この表では説明しきれない内容もありますので、本文をご覧になり、各窓口で詳細をご

確認ください。 
 

項
目 

ペ
ー
ジ 

障がい区分（級） 

事業名 

視覚障がい 聴覚又は平衡機能障がい 
音声言語

機能障害 

1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 3 4 
 

年
金 
・
手
当 

15 児童扶養手当 （離婚、婚姻によらない出生、もしくは親の死亡や重度の障がい、生死不明などで）父親 

16 特別児童扶養手当 国民年金法障害等級 1 級または 2 級相当の障がいのある20歳未満の 

16 障害児福祉手当 重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要と 

17 心身障害者扶養共済（加入資格） ○ ○ ○    ○ ○    ○  

 
税
の
軽
減 

18 所得税、住民税の控除 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

19 軽自動車税の減免 ○ ○ ○ 
一

○
部   聴

○
覚 

○  平

○
衝  一

○
部  

19 自動車税、自動車取得税の免除、減免 ○ ○ ○ ○   聴

○
覚 

○  平

○
衝  一

○
部  

固定資産税、相続税、贈与税、個人事業税、関税、マル優・特別マル優制度については、各ページを 

 
交
通
費
の
割
引 
・
助
成 

21 有料道路の割引 ○ ○ ○ 
一

○
部 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

22 公共交通機関の運賃の割引 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

24 タクシー割引 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

24 福祉タクシー・福祉自動車燃料利用券 ○ ○     ○       

24 精神障がい者等社会復帰訓練通所交通費の助成              

24 重度心身障がい者等の通院交通費助成 「重度心身障がい者医療、ひとり親家庭等医療（子のみ）、子ども医療の受給資格」と 

25 移送サービス              

25 新千歳空港A・B・C 駐車場利用料の減免 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

公
共
料
金
等
の
割
引 

26 
NHK 放送受

信料の減免 全額免除（所得制限あり。） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

26 携帯電話基本使用料等の割引 詳細については、各携帯電話会社にお問い合わせください。 

27 NTTの無料番号案内（ふれあい案内） 詳細については、NTT各支店、営業窓口にお問い合わせください。 

27 郵便料金の優遇措置 詳細については、各郵便局にお問い合わせください。 



サービス一覧 

 

 

・障害者手帳をお持ちでない方、難病の方も対象となる制度があります。 
 

 

 
 

肢体不自由 内部障がい 知的障がい 精神障がい  
備考・その他の要件 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 A B 1 2 3 
 

または母親と生計を同じくしていない 18 歳までの児童を養育している父親、母親または養育者。 その他に一定の要件あり。 

児童を扶養している方。 所得制限あり。 

する児童。 所得制限あり。 

○ ○ ○    ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○   

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 詳しくは各担当へお尋ねください。 

○ ○ 
一

○
部 一

○
部 一

○
部 一

○
部 

○ 
一

○
部 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

○ ○ ○ 
一

○
部 一

○
部 一

○
部 

○ 
一

○
部 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ その他に一定の要件あり。 

ご覧ください。 

○ 
一

○
部 一

○
部 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 
一

○
部 

○     2種は本人運転の場合のみ。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
一

○
部 一

○
部 一

○
部  

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○     

○ ○     ○ ○ ○  ○  ○    

            ○ ○ ○ その他に一定の要件あり。 

「特定疾病、特定疾患、特定医療（指定難病）、自立支援医療などに該当する受給者証」の両方をお持ちの方。 その他に一定の要件あり。 

一

○
部 一

○
部              移動に車いすやストレッチャ-を使用

し、ホームヘルパーの介助が必要な方 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 詳しくは新千歳空港へお尋ねください。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 世帯構成員全員が市民税非課税。 

  

  

  



障がい児（18 歳未満）が利用できる 

 

 

 

 

 

 
 

項
目 

ペ
ー
ジ 

障がい区分（級） 

事業名 

視覚障がい 聴覚又は平衡機能障がい 
音声言語

機能障害 

1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 3 4 
 

 
医
療
費
の
助
成 

28 重度心身障がい者医療費の助成 ○ ○     ○       

28 特定疾病療養受領証              

29 自立支援医療 更生医療、育成医療または精神通院医療が必要な方。 

30 ひとり親家庭等医療費助成 ひとり親家庭、配偶者が重度の障がい者家庭及び両親のいない家庭の18歳未満の 

30 難病（特定疾患）等医療費の助成 クローン病など国や道の指定する疾患及び血友病の方。 

福祉用
具など 

33 紙おむつの購入費の助成 ○ ○     ○       

33 在宅難病患者等の酸素濃縮器使用の助成              

障害者
総 合
支援法 

43 意思疎通支援事業       聴

○
覚 聴

○
覚 聴

○
覚  聴

○
覚 

○ ○ 

43 点字・声の広報等発行事業 ○ ○ ○ ○ ○ ○        

 46 家庭ごみの庭先収集 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

47 盲導犬貸与 ○ ○            

47 歩行困難者使用中標章 ○ ○ ○ 
一

○
部   ○ ○ 

一

○
部 一

○
部    

50 特別支援児童保育等 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

50 高齢者等インフルエンザ予防接種 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

芸術・
文化・
スポー
ツなど 

52 北海道障がい者スポーツ大会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

52 総合体育館使用料金の減免 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

52 芸術文化ホ-ル使用料金の減免 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

そ
の
他
の
障
が
い
福
祉
サ
ー
ビ
ス 



サービス一覧 

 

 

 

 

 

 
 

肢体不自由 内部障がい 知的障がい 精神障がい  
備考・その他の要件 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 A B 1 2 3 
 

○ ○     ○ ○ ○  ○  ○   所得制限あり。精神障がいのある
方は入院に係るものは除く。 

      腎

○
臓  腎

○
臓 腎

○
臓      人工透析を必要とする慢性腎不全、

血友病、後天性免疫不全症候群。 

  

子どもと18歳未満の子どもを扶養または監護しているひとり親家庭等の父親または母親。  

 詳しくは千歳保健所へお尋ねください。 

○ ○     ○ ○   ○     在宅 3 歳以上の障がい者等で常
時紙おむつを使用している方。 

      呼

○
吸器 呼

○
吸器 呼

○
吸器 呼

○
吸器      在宅での酸素療法及び人工呼吸療

法が必要な方。 

                

               点字翻訳・音声録音した広報や議
会だよりが必要な方。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ その他に一定の要件あり。 

                

○ 
一

○
部 一

○
部 一

○
部 一

○
部  ○ ○ ○  ○  ○    

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ おおむね3歳以上。 

一

○
部 一

○
部 

○ ○ ○ ○ 
一

○
部 

○ ○ ○ 
一

○
部 

○    その他に一定の要件あり。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 
一

○
部 一

○
部 一

○
部 一

○
部 

○ ○     

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  
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                                第 1 章 相談の窓口  

──────────  TEL 372-3311 

北広島市中央 4 丁目 2 - 1 

     ───────────【市役所 2 階】 

福祉課障がい福祉担当 内線2141・2142・2143・2152・2153 

心身に障がいのある方の福祉に関する相談窓口です。 

・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳 

・補装具、日常生活用具、自立支援医療 

・特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当 

・各種福祉サービス 

・各種助成制度 

※福祉課には下記の窓口もあります。 

・生活保護に関する相談窓口───  生活保護担当 内線2124・2125・2132・2133 

・戦傷病者手帳に関する窓口 ───────── 福祉庶務担当 内線2134・2135 

────────【市役所 2 階】 

内線2153･2154･2157･2156 

心身に障がいのある方や高齢者のこころの健康と生活、子どもと家庭に関する総合相談窓口です。 

・高齢者相談担当 ──────────────────────────── 内線2156 

・障がい者相談担当 ─────────────────────────── 内線2154 

・家庭児童相談担当 ─────────────────────────── 内線2158 

 

相談専用メール 

soudan@city.kitahiroshima.lg.jp 

※メールは24時間いつでも受け付けていますが、返信は平日の日中となります。 

 また、返信に時間がかかる場合があります。 

 ────────── 【市役所 2 階】 

内線2214・2216 

子どもの権利擁護・児童手当・児童扶養手当に関する窓口です。 

・子どもの権利相談窓口   ─────────────   相談窓口 内線2213 

子どもの権利侵害に関する相談のほか、友人・親子関係など、子どもに関する相談の窓口です。 

直通電話 372-6200 

午前9時30分〜午後4時00分  土・日・祝日を除く 

保育施設や幼稚園・認定こども園・学童クラブ・児童センターに関する窓口です。 

────── 保育担当   内線2208・学童担当 内線2203    

北 広 島 市 役 所 

福 祉 課 

子 ど も 家 庭 課 
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───────────【市役所 2 階】 

・介護サービスに関する窓口   ────  介護保険給付担当   内線2162・2163・2164・2165 

・介護保険料、介護サービスを受けるための介護認定に関する窓口 

─────────────  介護保険認定・保険料担当   内線2174・2175・2176 

・高齢者の福祉サービスに関する窓口    ───────   高齢者福祉担当   内線2171・2172 

───────────【市役所 1 階】 

・予防接種、がんなどの検（健）診に関する窓口 ────   健康推進担当   内線1205・1206 

・乳幼児の健診、妊娠届、マタニティスクール、赤ちゃん訪問に関する窓口 

─────────────────    保健指導担当    内線1212・1214 

・健康づくり事業、特定健診・特定保健指導、介護予防事業に関する窓口 

 ──────────────   特定健診・介護予防担当内線1221・1222 

────────【市役所 1 階】 

健康推進課保健指導担当 内線1212・1214 

地域子育て支援センター『あいあい』 TEL376-6637 

妊娠期から乳幼児期の総合相談窓口です。 

保健師と保育士が連携して子育て世代を切れ目なくサポートします。 

─ 北広島市子ども発達支援センター 

北広島市栄町1丁目5番地2    北広島エルフィンビル3階   TEL 372-1650 

心やからだ、ことばの発達に心配のある乳幼児期から小学生までのお子さんについての相談窓口

です。ご家族を支えるための専門的な相談や、お子さんの育ちに合わせたプログラムに沿って、

発達を促していくための支援をします。 

相談時間   月〜金曜日（祝日、年末年始を除く） 

来所相談は予約制、電話相談は午前９時〜午後５時まで 

メールは常時受付可能で、返信は来所・電話相談と同様の時間帯 

─────  障がい者生活支援センターみらい 

北広島市南町4丁目1番地1    地域サポートセンターみなみ内   TEL 376-7776 

障がいのある方や家族の方々の自立と社会参加の促進を図るため、福祉サービスの利用援助、住

宅改修の相談、外出のための援助、福祉用具等の紹介、専門機関の紹介やボランティア団体、行

政サービスの情報等の相談窓口です。 

─── 障がい者就労支援センターめーでる 

北広島市朝日町2丁目6番地9  TEL 372-5525 

障がいのある方の自立と社会参加の促進を図るため、就労に関するさまざまな相談の窓口です。

居住サポート（住まいの相談）や、円滑な職場環境を整えるための職場訪問支援も行っていま

す。 

高 齢 者 支 援 課 

健 康 推 進 課 

きたひろすくすくネット   

子ども発達支援センター   

み ら い 

め ー で る 
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—————— 福祉総合相談室 

 
障がい者虐待に関する通報や虐待防止及び虐待を受けた障がい者の相談窓口です。 

◆相 談 先◆ 

・市役所福祉総合相談室  

電話番号 372-3311（内線2154） 

メールアドレス soudan@city.kitahiroshima.lg.jp 

※メールは24時間いつでも受け付けていますが、返信は平日の日中となります。 

また、返信に時間がかかる場合があります。 

相談時間 月曜日〜金曜日（祝日及び年末年始を除く） 

 午前8時45分〜午後5時15分 

・障がい者生活支援センターみらい（南町4丁目1番地1 地域サポートセンターみなみ内） 

電話番号 376-7776 

相談時間 月曜日〜金曜日（祝日及び年末年始を除く） 

午前9時00分〜午後5時00分 

※上記以外の休日や夜間の通報も受け付けています。 

──────────── 福祉課福祉庶務担当 

民生委員・児童委員は、市役所などの関係機関と連携しながら、生活上の困りごとなどの身 

近なご相談をお受けする窓口です。 

地域の民生委員・児童委員の氏名や連絡先は福祉課福祉庶務担当へお問い合わせください。 

— きたひろしま暮らしサポートセンターぽると 

北広島市栄町1丁目5番地2    北広島エルフィンビル2F   TEL 887- 6480 

仕事や暮らしの困りごとに関する相談窓口です。 

生活に困っている方の自立に向け、各種サービスの手続きに関する助言や就労支援、関係機関へ

の同行などの支援を行います。経済的な問題で生活に困っている方、長く失業している方、ひきこ

もりやニートで悩んでいる方、働いた経験がなく不安な方など、生活の問題を抱えている方やその

ご家族などからのご相談をお受けします。経済的な理由など、様々な理由で塾などの利用が困難な

中学生を対象に行う学習支援や、住居のない生活困窮者に対して、一定期間内に限り、宿泊場所の

供与、食事の提供を行う一時生活支援事業、就労に必要なスキルを獲得できるように支援する就労

準備支援事業なども行っています。 

メールアドレス    kurashi-poruto@epoch.or.jp 

相談時間               月〜金曜日（祝日、12月29日〜1月3日を除く） 

午前8時45分〜午後5時15分 

土曜日（第1・第3土曜日）午前10時〜12時 

     ※午後1時〜3時はひきこもり相談を行っています。  

 

※来所が難しい場合は、ご自宅等に訪問します。 

※時間外や休日は、留守番電話で受け付けます。 

※受付時間外の相談をご希望される方は、事前にご連絡ください。 

北広島市障がい者虐待防止センター  

民生委員・児童委員   

ぽ る と 
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——————— 福祉課障がい福祉担当 

身体障がいの方、知的障がいの方やその家族の方の相談、また地域で障がいのある方の

身近な相談に応じています。各相談員については、担当へお問い合わせください。 

社会福祉士、主任ケアマネジャー、保健師等が介護、福祉、健康、医療など様々な面から、 

高齢者やその家族の相談をお受けします。 

また、要介護認定で要支援1〜2と認定された方や、事業対象者となった方を対象とした介護 

予防のためのサービス計画を立てる役割を担っています。 

 

名称 所在地 担当地区 

にし高齢者支援センター 大曲南ヶ丘1丁目1-5 

TEL 370-3922 

大曲・西部地区 

みなみ高齢者支援センター 
白樺町1丁目8-2 

地域交流ホーム「ふれて」内

TEL 372-8110 

北広島団地地区 

きた高齢者支援センター 西の里347-4（聖芳園内） 

TEL 375-5888 

東部（共栄・共栄町・東共栄・ 

北の里・美咲き野）、西の里地

区、Ｆビレッジ 

ひがし高齢者支援センター 
朝日町5丁目1-2 

（北広島東記念館内） 

TEL 211-8520 

東部（上記以外）地区 

──────── TEL 378-4285 

北広島市栄町1丁目5番地2    北広島エルフィンビル2F 

◆ 対     象◆  認知症・知的障がい・精神障がいなどにより、自分で十分に判断することができな

い方 

◆ 内     容◆  成年後見制度とは、財産の取り引き、福祉サービスなどの各種手続きや契約を行う

ときに、一方的に不利な契約を結ばれないよう法律面や生活面で支援し、本人の

権利や財産を守ることを目的とした制度です。 

申立ては家庭裁判所に行い、申立てができるのは基本的に4親等以内の親族です。 

北広島市成年後見センターでは、成年後見制度利用に関する相談支援や申立て手

続きのアドバイスなどを行っておりますので、お気軽にご相談ください。 

◆相談時間◆ 月曜日〜金曜日（祝日および年末年始を除く） 

午前8時45分〜午後5時15分 

※成年後見制度に関する相談は、北広島市成年後見センターの他、市役所でもお受けしておりま

す。なお、状況により、次の制度を利用することができます。 

① 所得状況に応じ、申立て費用や後見人などの報酬費用を助成します。 

②  2親等以内に申立てをする親族がいないなど、特に必要がある場合、市長が申立てします。裁

判所の決定により費用弁償が生じる場合もあります。 

北広島市成年後見センター   

高齢者支援センター  

地域相談員・身体障がい者相談員・知的障がい者相談員 
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──────── ── 北広島市社会福祉協議会 

北広島市栄町1丁目5番地2   北広島エルフィンビル2F TEL 372-1698 

配食サービス（P51参照）や車いすの貸出（P33参照）、除雪サービス（P51参照）などの在     

宅福祉サービス事業、ボランティア活動の支援、療育キャンプ、生活福祉資金の貸付等、様々な

事業を行っています。また、毎週火曜日と木曜日に、相談員による心配ごと相談を行っています。 

◆生活福祉資金貸付制度とは◆ 

北海道社会福祉協議会が実施主体として、市町村社会福祉協議会が窓口となって実施して

いるもので、他の貸付制度が利用できない低所得世帯や障がい者・高齢者世帯の経済的自立

と生活の安定をめざすことを目的としています。 

●貸付対象者 

他の資金の貸付制度が利用できないと認められる世帯で下記の方が対象となります。 

・世帯の収入が一定基準以下の方 

・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けている方が

いる世帯 

・65歳以上の介護を必要とする高齢者がいる世帯 

●資金の種類 

利用できる主な資金は次のとおりです。貸付限度額や返済期間は貸付の目的によって異なり

ますので、詳しくは北広島市社会福祉協議会までお問い合わせください。 

・福祉資金 

○給排水設備等の設置、引越し 

○福祉用具などの購入、療養経費など 

○住宅の増改築、補修、障がい者用自動車の購入など 

・教育支援資金 

○ 高等学校、大学（短期大学・専修学校の専門課程を含む）への入学や就学に必要な経費 

（例）入学金、制服・体操着など学校の指定により入学時に購入するものや授業料、通
学定期代など 

◆日常生活自立支援事業◆ 

●対象 高齢や障がいにより日常生活の判断に不安のある在宅で生活されている方 

●内容   福祉サービス利用の手続きや生活費の金銭管理、年金証書などの大切な書類のお預かり

など、基本的には、生活支援員が訪問して、支援します。1回1時間程度の利用で、利用料

金は1,200円と交通費実費がかかります。また、書類の預かりで金融機関の貸金庫など

を利用する場合は、費用の実費が自己負担となります。 

※生活保護を受給されている方は無料で利用できます。 

◆療育キャンプ◆ 

心身に障がいのある青少年とその家族、協力ボランティアが、野外体験活動を通して交流し

ています。（1泊2日） 

◆心配ごと相談◆ 

 電話 372-1640 

毎週火・木曜日（祝日・年末年始は除く）午後1時00分〜午後4時00分 

社  会  福  祉  協  議  会  
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────── 北海道立心身障害者総合相談所 

札幌市中央区円山西町2丁目1-1 TEL 613-5401 

 

18歳以上の心身に障がいのある方の療育手帳、補装具交付判定等の相談に応じ、医学的、心 

理的、職能的観点から検査、判定をし、必要な指導や助言を行います。 

利用の際は、事前に市役所福祉課障がい福祉担当までお問い合わせください。 

───────────  北海道中央児童相談所 

札幌市中央区円山西町2丁目1-1  TEL 631-0301 

 

18歳未満の子どもの心や体のこと、家庭や学校での問題について相談に応じ、子どもが明る 

く健やかに成長していくようお手伝いをする相談機関です。子どもの様々な相談（養護、障がい、

非行、育成等）を受けています。 

 

───── 北海道立特別支援教育センター 

札幌市中央区丸山西町2丁目1-1 TEL 612-5030 

 

特別な教育的支援を必要とする幼児児童生徒について、学びの場や関わり方に関して、本人・

保護者の主訴に応じた教育相談を行います。 

 

───── 北海道立精神保健福祉センター 

札幌市白石区本通16丁目北6番34号  TEL 864-7121（代表） 

 

心の健康にかかわる相談や悩みの相談のほか、自殺関連、依存症関連、思春期・青年期 関連

等の専門相談を行っています。 

◆来所相談（予約制） 

電話 864-7000（相談予約） 

午前8時45分〜午後5時30分 

土・日・祝日・12月29日〜1月3日を除く 

◆こころの電話相談 

電話 0570-064-556 

月〜金 午前9時00分〜午後9時00分 

土・日・祝日 午前10時00分〜午後4時00分 

  

 

心身障害者総合相談所   

児 童 相 談 所 

特別支援教育センター   

精神保健福祉センター   
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── 公益財団法人北海道精神保健推進協会 

札幌市白石区平和通17丁目北1-13 

ひきこもりに悩んでいる本人、その家族からの相談に応じます。

ひとりで悩まないで相談しましょう。 

◆電話相談 863-8733（ひきこもり相談専用） 

月〜金 午前9時30分〜正午、午後1時00分〜午後4時00分 

（土・日・祝日及び年末年始を除く） 

◆来所相談 月〜金 午前9時00分〜午後5時00分（予約制） 

（土・日・祝日及び年末年始を除く） 

◆メール相談 http://www.kokoro-recovery.org 

（こころのリカバリ-総合支援センターのホームページをご利用ください） 

◆「ひきこもり」外来（予約制） 

電話 861-6353  外来予約 午前９時30分〜午後5時00分 

 

────────── 北海道弁護士会連合会 

札幌市中央区北1条西10丁目    札幌弁護士会館 TEL 281-2428 

本人、家族、生活支援者（福祉関係者）のお悩みについて、電話で弁護士がお答えします。 

◆高齢者・障がい者のための弁護士電話法律相談「北海道弁護士“ホッと”ライン」  

電話 251-7707 

毎週月・木曜日（祝祭日を除く）午後1時00分〜午後3時00分 

電話相談料無料（その後の面接相談は原則として有料。収入額等によって無料になることもあ

ります。） 

 

弁 護 士 会 連 合 会 
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───────── 北海道身体障害者福祉協会 

札幌市中央区北2条西7丁目   かでる2・7  TEL 251-1551

    FAX 251-0858 

 

◆障がい者110番  （TEL 252-1233 FAX 251-0858） 

障がい者（身体障害者・知的障害者・精神障害者など）本人及びご家族などからの悩みに対

し、相談窓口を設置しています。各種相談内容に応じて、専門の窓口等を紹介します。 

【相談受付時間】  

月〜金曜日 9:00〜17:00  

※時間外や土・日・祝日などは、留守番電話での対応となります。 FAXは、24時間可能です。 

なお、月１回定例相談として、弁護士による法律相談を行なっており、事前予約が必要です。 

【法律相談】   

原則 毎月第4週の火曜日 13:30〜16:00 

 ※祝日の場合は、週が前後します。 

 

◆盲ろう者通訳・介助員派遣事業 （TEL 011-251-1551 FAX 011-251-0858） 

視覚と聴覚に重複して障害のある重度の盲ろう者に対し、コミュニケーション及び移動等の

支援を行う「盲ろう者通訳・介助員」を派遣しています。 

盲ろう者通訳・介助員の派遣を希望する方は、事前に利用者登録が必要です。 

身体障害者手帳の交付を受けており、視覚障害及び聴覚障害の重複による障害の 

程度が1級又は2級に該当する方が対象です。 

派遣に関する費用は無料です。詳細については、お問い合わせください。 

 

───────────────── 千歳保健所 

千歳市東雲町4丁目2     TEL 0123-23-3175 

 

精神保健相談、社会的ひきこもりに関する支援、精神障がい者の社会復帰対策を行っています。 

 

身体障害者福祉協会  

保 健 所 
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─── 札幌東公共職業安定所（ハローワーク札幌東） 

札幌市豊平区月寒東1条3丁目2-10  TEL 853-0101 

障がいのある方の就職について、相談・指導や訓練あっせんを行って います。 

◆公共職業訓練◆  障がい者の方に技術を習得させることによって、就職を容易にし、職業的自

立を図ることを目的とした制度です。 

◆職場適応訓練◆  職場環境に容易に適応するよう、都道府県が民間事業所に委託して実施して

います。訓練期間は原則6か月間（重度のときは1年）で、期間中訓練生に

は訓練手当、事業主には委託費が支給されます。 

───────── 北海道障害者職業センター 

  札幌市北区北24条西5丁目1-1  札幌サンプラザ5階 TEL 747-8231 

障がいのある方（障害者手帳の有無は問いません。）に対して、公共職業安定所（ハローワー

ク）や地域の医療・福祉機関等と協力して、職業相談・評価を通じて策定した職業リハビリテー

ション計画に基づき、就職前の支援から就職後の職場適応のための援助を行うほか、うつ病等で

休職されている方の職場復帰の支援を行っています。また、事業主に対して、障がいのある方の

雇用管理に関する助言その他の援助（障がいのある方の採用計画の相談や社員研修 の実施等）を

行っています。 

◆職業準備支援◆ 

一般企業で安定して働くことを目標に、基本的な労働習慣やコミュニケーションスキル、スト 

レス対処等のセルフケアスキルの習得、軽作業を通じた特性の整理に取り組み、自分に合った 働

き方を検討します。発達障がいや、精神障がい、高次脳機能障がい等、一人ひとりの障がいの状

況や希望に応じて個別に支援計画を作成し、就職に向けて支援を行います。標準的な利用期間は

2〜3か月程度です。 

◆ジョブコーチ支援◆ 

就職又は職場適応に課題のある障がいのある方の雇用の促進及び職業の安定を図るため、事 

業所にジョブコーチを派遣し、障がいのある方及び事業主に対して雇用の前後を通じて障がい特

性を踏まえた直接的、専門的な援助を行います。職場内にナチュラルサポート体制（社内で 障が

いのある方を支援できる体制）を構築することを目指します。 

◆職場復帰（リワーク）支援◆ 

うつ病などのメンタル疾患により休職中の方が円滑に職場復帰し、健康的に働き続けること を

目標に、主治医と連携しながら生活リズムづくり、ストレス対処等のセルフケアスキルや自分も

他人も大切にするコミュニケーションスキルの習得、軽作業を通じた業務遂行力の回復に取り組

みます。職場に対しては、休職者の受入体制づくりや雇用管理に関する相談や情報提供を行いま

す。 

────── 高齢・障害者業務課 

 札幌市西区二十四軒4条1丁目4-1  TEL 622-3351 

障がいのある方の雇用を進めるために、事業主への障害者雇用調整金、報奨金及び各種助成金

の取扱い事務などを行っています。また、障がいのある方々の技能競技大会「アビリンピック北

海道大会」など、障がいのある方の雇用促進にかかる啓発等の事業を行っています。 

公共職業安定所  

障害者職業センター  
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障がい福祉に関するサービス等については、主に以下の手続きで、申請時等にマイナンバ―を

記載する必要があります。また、マイナンバーを記載した申請書等を提出する際には、本人確認

が必要となります。 

 
 

・身体障害者手帳 

・精神障害者保健福祉手帳 

・自立支援医療（更生医療・育成医療・精神通院医療） 

・補装具 

・特別児童扶養手当 

・特別障害者手当、障害児福祉手当、（経過的）福祉手当 

・障がい福祉サービス（居宅介護、施設入所支援、就労継続支援、など） 

・障がい児通所支援（児童発達支援、放課後等デイサービス、など） 
 

以下の①及び②の書類が必要です。 

※郵送により申請等手続きを行う場合は、書類のコピーを提出してください。 

① マイナンバーがわかるもの 

（例）通知カード、個人番号カード、など 

② 本人確認書類（顔写真つき証明書は1点、それ以外は2点） 

（例）【顔写真あり】個人番号カード、運転免許証、パスポート、障害者手帳、など 

【顔写真なし】健康保険証、年金手帳、特別児童扶養手当証書、年金証書、など 

障がい福祉サービス等の手続きでマイナンバーが必要となりました。 

■ マイナンバーを利用する主な手続き 

■ マイナンバーを記載した申請書を提出する際に必要な書類 

■ 本人が申請する場合 
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■ 代理人が申請する場合  

（1）本人が記入した申請書等を、代わりに窓口に提出するだけの場合 

10ページの『本人が申請する場合』と同様の書類のコピーが必要です。 

（2）申請等手続きを代理する場合 

①から③までの書類が必要です。 

① 代理権の確認書類 

（例）【法定代理人】戸籍謄本その他資格を証明する書類 

   【任意代理人】委任状（任意様式）、(申請者)の個人番号カードや健康保険証など 

② 代理人の身元確認書類（顔写真つき証明書は1点、それ以外は2点） 

（例）【顔写真あり】個人番号カード、運転免許証、パスポート、障害者手帳、など 

【顔写真なし】健康保険証、年金手帳、特別児童扶養手当証書、年金証書、など 

③ 本人（申請者）の番号のマイナンバーが分かるもの（コピーでも可） 

（例） 通知カード、個人番号カードなど 
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第 2 章 手帳の交付 

 

 

─────────── 福祉課障がい福祉担当 

一定の身体障がいの状態にあることを認定し、身体障がい者の福祉の増進を図ることを目的 

として交付されます。 

◆必要なもの◆   ・身体障害者手帳交付申請書（市役所福祉課にあります） 

                              ・指定医師の診断書・意見書（決まった様式があります） 

                                                   ・写真（縦4㎝×横3㎝）〜2枚（再交付の場合は1枚） 

・個人番号関係書類（詳しくは10〜11ページを確認してください。） 

※手帳の交付を受けた後に手帳の記載事項に変更があった場合は、必ず届出を行ってください。 

 

─────────── 福祉課障がい福祉担当 

 

一定の知的障がいの状態にあることを認定し、知的障がい者の必要な援助・福祉の増進を図 る

ことを目的として交付されます。 

18歳未満の方は児童相談所、18歳以上の方は心身障害者総合相談所で判定を受けてから申請 

手続きを行ってください。 

 

◆判定について◆   

○18歳未満の方 

北海道中央児童相談所（TEL   631-0301）へ予約を行い、判定を受けます。 

場合によっては、北海道中央児童相談所職員が北広島市内で実施する巡回児童相談で判定を 

受けられることもあります。巡回児童相談の予約は市役所福祉総合相談室（内線2158）へ。 

○18歳以上の方 

市役所で概況調査を行い、後日、心身障害者総合相談所で判定を受けます。調査日及び判定日

の予約については、市役所福祉課障がい福祉担当（内線2142・2143・2145）へ。 

 ※印鑑が必要です。必要に応じて、主治医の意見書や小学生時代等の成績証明書が必要となり

ます。 

              

 ◆申請手続きに必要なもの◆  

・療育手帳交付申請書（市役所福祉課にあります） 

・写真（縦4㎝×横3㎝）〜2枚（再交付の場合は1枚） 

※手帳の交付を受けた後に手帳の記載事項に変更があった場合は、必ず届出を行ってくださ

い。  

身  体  障  害  者  手  帳  

療 育 手 帳 

手 帳 
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────────── 福祉課障がい福祉担当 

一定の精神障がいの状態にあることを認定し、社会復帰の促進・自立と社会参加を図ること 

を目的として交付されます。 

◆必要なもの◆  

・精神障害者保健福祉手帳交付申請書（市役所福祉課にあります） 

・写真（縦4㎝×横3㎝）〜1枚 

・医師の診断書または、精神障害を支給事由とした障害年金もしくは特別障害給付金を現

に受給していることがわかる書類 

※障害年金を受給していることがわかる書類とは下記の①〜③のいずれかとなります。 

①障害年金証書 

②直近の障害年金振込通知書 

③年金額改定通知書 

※障害年金を受給していることがわかる書類については、精神障がいを事由として障害年

金を受給している場合のみ使用できます。身体障がいや知的障がいなど精神障がい以外の障

がいを事由として障害年金を受給している場合は、使用できません。 

・同意書（障害年金を受給していることがわかる書類を使用する場合のみ必要です。） 

※市役所福祉課にあります） 

・個人番号関係書類（詳しくは10〜11ページを確認してください。） 

※手帳の交付を受けた後に手帳の記載事項に変更があった場合は、必ず届出を行ってくださ

い。 

精神障害者保健福祉手帳 
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第 3 章 経済支援 

 

 

 

 

 

※障害年金の等級は、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の等級とは関連が 

なく、年金関係の法令で独自に定められています。 

────────── 保険年金課国民年金担当 

満20歳以上で、以下の条件を満たした方に支給されます。 

◆対象となる障がいの状態◆ 

国民年金法施行令で定める障害等級1〜2級に該当する障がい。 

◆ 対 象 者◆ ① 20歳になる前に初診日がある病気やケガによる障がいがある方 

（本人の所得制限があります）。 

②  20歳以降に初診日がある病気やケガによる障がいがある方で、次 

の条件を全て満たしている方。 

・初診日に国民年金第1号被保険者である方、または初診日が60歳以

上65歳未満で、日本国内に住んでいるが国民年金に任意加入してい

ない方。 

・初診日から1年6カ月を経過した日（その期間内に治った場合はその

日。症状が固定した場合を含む）の障がいの程度が上記の状態にあ

る方。または、その後上記の状態になった方。 

・初診日の前日において保険料の納付要件を満たしている方 

◆年 金 額◆ 1級 993,750円＋子の加算  

（令和5年度額）   昭和31年4月1日以前に生まれた方 990,750円+子の加算 

 2級 795,000円＋子の加算      

 昭和31年4月1日以前に生まれた方 792,600円+子の加算     

 第1子、第2子 228,700円      

 第3子以降   76,200円 

※加算の対象となるのは生計同一の18歳未満の子で、18歳になる年度の3月まで（対象とな

る子が上記の障がいの状態にある場合は20歳になる年度の3月まで）支給されます。 

※国民年金が強制加入ではなかった時期で、未加入のときに初診日があるため障害基礎年

金を受けられない方には、福祉的措置として特別障害給付金が支給される場合がありま

す。対象者は昭和61年3月以前に厚生年金・共済組合加入者に扶養されていた配偶者と、

平成3年3月以前に学生であった方です。 

障 害 年 金 

障 害 基 礎 年 金 

年金や手当 
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児 童 扶 養 手 当 

 

————— 日本年金機構新さっぽろ年金事務所 

札幌市厚別区厚別中央2条6丁目4-30  

TEL 892-9313、892-9318自動音声案内（1番の後、2番を押して下さい）  

厚生年金保険加入期間中に初診日がある病気やケガによる障がいがある方で、初診日の前日にお

いて保険料の納付要件を満たしている方に支給される場合があります。 

◆ 対    象    者◆   

◆  ① 国民年金法施行令で定める障害等級1〜2級に該当する方には、障害基礎年金に上乗
せする形で支給されます。 

② 上記①に該当しない軽い障がいで、厚生年金保険法施行令で定める障害等級3級に該
当する方には、厚生年金独自の給付として3級の 障害厚生年金が支給されます。 

③ 初診日から5年以内に病気やケガが治り、3級よりやや程度の軽い障がいが残ったとき
は、障害手当金が支給される場合があります。 

◆年   金   額◆    
平均標準報酬月額や加入月数を元に計算します。詳しくは日本年金機構におたずねください。 

— 日本年金機構新さっぽろ年金事務所 

老齢年金は65歳から支給と法令で定められていますが、現在のところ、経過措置として年齢よ

り60〜64歳から報酬比例部分が支給されており、これを特別支給の老齢厚生年金といいます。 

障がいのある方には、特例としてこれに定額部分を合わせた特別支給の老齢厚生年金が支給される 

場合があります。 

◆ 対 象 者◆  

◆ 昭和36年4月1日以前生まれの男性、昭和41年4月1日以前生まれの女性で、次の条件を全て満たす方  

・厚生年金保険の加入期間が12カ月以上あること。 

・障害厚生年金の1級から3級に該当する障害の状態にあること（障害年金を受けていなくても該当します）。 

・厚生年金保険に加入していないこと（退職していること）。 

◆年 金 額◆ 加入月数を元に計算します。詳しくは日本年金機構におたずねください。 

※特別支給の老齢厚生年金の請求とは別に請求しなければなりません。また、原則として 

請求した翌月からの支給となり、さかのぼっては支給されません。 

年金事務所窓口で相談を希望される方は、事前に予約をして下さい。基礎年金番号を用意    

し、予約受付専用番号（0570-05-4890）または年金事務所に電話してください。 

───────────────   子ども家庭課 

離婚、婚姻によらない出生、もしくは親の死亡や重度の障がい、生死不明などで、父親または 

母親のどちらかと生計を同じくしていない18歳までの児童（18歳到達後の最初の3月までの児童） 

を養育している母親、父親または養育者に支給されます。 

ただし、児童が父親または母親の公的年金の加算対象となる場合、手当を受ける方や対象児 

童が公的年金等を受けることができる場合はその差額が支給され、受給者とその家族に一定の 所

得がある場合等は支給されません。 

※児童が法令で定める程度の障がいの状態にある場合は、届出により20歳に達するまで支

給を受けることができます。 

◆手当月額◆   児童1人目         44,140円〜10,410円（令和5年4月1日現在）  

児童2人目       10,420円〜 5,210円加算 

児童3人目以降 1人につき6,250円〜 3,130円加算  

※手当額は物価の変動に応じて毎年改定します。 

◆支 給◆ 年6回（1月、3月、5月、7月、9月、11月） 

障 害 厚 生 年 金 
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特  別  児  童  扶  養  手  当  ────────          福祉課障がい福祉担当 

20歳未満の身体や知的に中度以上の障がいのある児童を監護・養育している方に支給されます。

児童が福祉施設に入所しているとき、障がいを支給事由とする公的年金を受給できるとき、受給

者またはその家族に一定の所得があるときは支給されません。 

◆対 象 児 童◆ ①  身体障害者手帳1〜3級程度と4級（一部）に相当する程度の障がい

のある児童（障がいの部位によって異なります） 

② 療育手帳A判定及びB判定（一部）に相当する程度の知的障がい児 

③ 精神・血液・内臓障がいなどで①、②と同程度の障がいのある児童 

◆手 当 月 額◆    重度（1級）  53,700円   中度（2級）  35,760円  （令和5年4月1日現在） 

◆支     給◆ 年3回（4月、8月、11月） 

◆ 必要なもの◆ ・特別児童扶養手当認定請求書（市役所福祉課にあります） 

・診断書（様式は市役所福祉課にあります） 

・世帯全員の戸籍謄本 

・申請者の預金通帳 

・個人番号関係書類（詳しくは10〜11ページを確認してください。） 

────────── 福祉課障がい福祉担当 

心身に重度の障がいがあり、日常生活において常に特別の介護を必要とする20歳未満の児童 

に支給されます。 

児童が施設に入所しているとき、障がいを支給事由とする公的年金を受給できるとき、本人 

または扶養義務者に一定の所得があるときは支給されません。 

◆ 対 象 児 童◆ ①  身体障害者手帳1級程度と2級（一部）に相当する程度の障がいの 

ある児童（障がいの部位によって異なります） 

② 療育手帳A判定に相当する程度の知的障がい児（知的指数がおおむ

ね20以下の児童） 

③ 精神・血液・内臓障がいなどで①、②と同程度の障がいをもつ児童 

◆手 当 月 額◆ 15,220円（令和5年4月1日現在） 

◆支  給◆ 年4回（5月、8月、11月、2月） 

◆ 必要なもの◆ ・障害児福祉手当認定請求書（市役所福祉課にあります） 

・診断書（様式は市役所福祉課にあります） 

・対象児童の預金通帳 

・個人番号関係書類（詳しくは10〜11ページを確認してください。） 

障 害 児 福 祉 手 当 
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心 身 障 害 者 扶 養 共 済 

────────── 福祉課障がい福祉担当 

心身に著しい障がいがあるため、日常生活において常に特別の介護を必要とする20歳以上の 

方に支給されます。 

本人が施設に入所しているとき、病院等に3カ月を超えて入院しているとき、本人または扶養

義務者等に一定の所得があるときは支給されません。 

◆ 対 象 者◆ ① 身体障害者手帳1〜2級程度の障がいが複数あり、常に特別の介護 

を必要とする方（障がいの部位によって異なります） 

② 知的・精神・血液・内臓障がいなどで①と同程度の状態にあり、常

に特別の介護を必要とする方 

◆手 当 月 額◆ 27,980円（令和5年4月1日現在） 

◆支 給◆ 年4回（5月、8月、11月、2月） 

◆必要なもの◆ ・特別障害者手当認定請求書（市役所福祉課にあります） 

・診断書（様式は市役所福祉課にあります） 

・対象者の預金通帳 

・個人番号関係書類（詳しくは10〜11ページを確認してください。） 

─────────   石狩振興局社会福祉課 

心身に障がいのある方を扶養している方が、生存中一定の掛け金を納付することにより、        

万一亡くなったときや重度の障がいになったときに、残された障がいのある方に終身一定の年 

金を支給する制度です。 

◆ 加 入 資 格◆  次の障がいのある方を扶養しており、かつ加入時において65歳未満   

で健康な方。 

① 知的障がい児・者 

② 身体障害者手帳1〜3級に該当する方 

③ 心身の障がいが永続的で①、②と同程度の方 

◆掛 け 金◆ 1口につき月額9,300   円〜23,300円 

（加入時年齢により掛け金に差があります） 

※2口まで加入できます。 

◆年 金 額◆ 1口につき月20,000円 

 

  

特 別 障 害 者 手 当 
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区 分 要 件 控除・減免額 お問い合わせ 

 
所得税 

本人、同一生計配偶者（控除対象配

偶者）または扶養親族に障がいがあ

る場合 

障害者控除：27万円 

特別障害者控除：40万円 

同居特別障害者控除：75万円 

 
① 

 
 

 

住民税 

本人、同一生計配偶者（控除対象配

偶者）または扶養親族に障がいがあ

る場合 

障害者控除：26万円 

特別障害者控除：30万円 

同居特別障害者控除：53万円 

 

 

 

④ 
障がいのある方で、前年の合計所得

金額が135万円（給与収入のみでは

2,043,999円）以下の場合 

非課税 

 

 

固   定 

資産税 

令和6年3月31日までに障害のある方

等が居住する家屋（新築された日か

ら10年以上を経過した家屋）で一定

の要件に該当するバリアフリー改修

工事が行われた場合 

延床面積100㎡相当分の固定資産税

の3分の1を1回（工事を行った翌年

度分）に限り減額 

 
 
 

⑤ 

 

相続税 

障がいのある法定相続人が相続また

は遺贈により財産を取得した場合 

85歳に達するまでの年数に10万円 

（特別障害者は20万円）を乗じた金 

額を相続税額から控除 

 
 

 

 

① 

 
 
 
 
贈与税 

 

 

重度の障がいのあ る方 （特別障害

者）が、特定障害者扶養信託契約に

よって受益者となる場合 

 

当該信託の利益を受ける権利（信託

受益権）の価額（信託財産の価額） 

のうち3,000万円までは非課税 特定の障がいのある方（特定障害者

のうち特別障害者以外の者）が、特

定障害者扶養信託契約によって受益

者となる場合 

税の軽減 
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区 分 要 件 控除・減

免額 

お問い合わせ 

 

事業税

個 人 

障がいのある方で、事業主控除をする前の所得金額

（その他の所得がある場合は合算額）が310万円以

下の場合 

税額から7,500円を

限度として減免 

 
② 

視覚に重度の障がいのある方が、あんま・はりなど

医業に類する事業を行う場合 

非課税  

② 

 

 

障がいのある方、またはその方と生計を同じくする

方が所有する軽自動車等のうち、運転者等の一定の

要件に該当する場合 

構造上、障害のある方のために利用するものと認め

られる軽自動車等 

（いずれも減免の対象となる障がいのある方は、一

定の範囲の障がいを有する方です） 

減免 

申請期限がありま

す。申請手続き等に

ついては、お問い合

わせ先にご確認くだ

さい。 

 
 

 

 

⑥ 

 
障がいのある方、またはその方と生計を同じくする

方が所有する自動車のうち、運転者等の一定の

要件に該当するもの。  

障がいのある方だけで構成される世帯の方が自

動車を所有する場合で、その世帯の方を介護す

る方がその障がいのある方のために運転するも

の  

構造上、障がいのある方が利用するための自動車で

一定の要件に該当するもの 

社会福祉施設等の設置者または運営者が所有する自動

車で、もっぱらその施設の入所者や通所者の通園・通

所等のために使用する自動車で一定の要件に該当する

もの 

（いずれも減免の対象となる障がいのある方は、一

定の範囲の障がいを有する方です。また、自動車の

使用状況等に一定の要件があります） 

 

 

 

 

 

 

 

免除・減免 

申 請 期 限 が あ り ま

す。申請手続き等に

ついては、お問い合

わせ先にご確認くだ

さい。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 

 

 

障がいのある方、またはその方と生計を同じくする

方が所有する自動車のうち、運転者等の一定の要件

に該当するもの 

障がいのある方だけで構成される世帯の障がいのあ

る方が自動車を所有する場合で、その世帯の障害の

ある方を介護する方が、その障がいのある方のため

に運転するもの 

構造上、障がいのある方が利用するための自動車

で、一定の要件に該当するもの 

社会福祉施設等の設置者または運営者が所有する自

軽
自
動
車
税 

(

種
類
別) 

 

自
動
車
税 

(

種
別
割) 

 

自
動
車
税 

  (

環
境
性
能
割) 

軽
自
動
車
税  (

環
境
性
能
割) 
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動車で、もっぱらその施設の入所者や通園者の通

園・通所等のために使用する自動車で一定の要件に

該当するもの 

（いずれも減免の対象となる障害のある方は、一定

の範囲の障がいを有する方です） 

 

関 税 

身体障がい者用に製作された器具、その他これに類

する物品の輸入 
免除(関税が免除され

るためには、物品や

使用者等の一定の条

件を満たすことが要

件になりますので、

税関にお問い合わせく

ださい。) 

⑦ 

マ

ル

優 

・

特

別

マ

ル

優

制

度 

Ａマル優とは、「障害者等の少額預金の利子所得等の

非課税制度」の通称で、障害者手帳の交付を受けて

いる方や遺族年金を受給されているなど一定の条件

を満たした方が対象 

Ｂ特別マル優とは「障害者等の少額特別公債の利子

の非課税制度」の通称で、障害者手帳の交付を受け

ている方や遺族年金を受給されているなど一定の条

件を満たした方が対象 

Ａ預貯金の元本350

万円までの利子が

非課税 

（銀行で取り扱って

いる商品でもマル

優が利用できない

ものもあります） 

Ｂ国債と地方債の額

面350万円までの

利子が非課税 

 
 

 

 

 

① 

 

◆お問い合わせ先◆ 

①札幌南税務署 TEL 555-3900 札幌市豊平区月寒東1条5丁目3-4 

国税庁のホームページ【www.nta.go.jp】において、税に関する情報を掲載しておりますの 

で、是非ご利用ください。わからないことがありましたらお問い合わせください。 

※税務署におかけいただいた電話は、自動音声によりご案内しており、一般的なご相談 

（税の取扱い、申告手続きなど）は、電話相談センターにてお受けしておりますので、

音声案内に従って「1」を選択してください。 

②石狩振興局課税課 TEL 281-7936 札幌市中央区北3条西7丁目道庁別館 

③札幌道税事務所自動車税部 TEL 746-1194 札幌市北区北22条西2丁目1-30 

④市役所税務課 市民税担当 内線3704・3705 

⑤市役所税務課 家屋係 内線3724・3725 

⑥市役所税務課 税務係 内線3712・3713 

⑦札幌税関支署 TEL 231-1443 札幌市中央区大通西10丁目 札幌第2合同庁舎 
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─────────── 福祉課障がい福祉担当 

自動車（営業用自動車は除く）で有料道路を利用するとき、料金が5割減免になります。 

◆必要なもの◆ ・有料道路障害者割引申請書 兼 ETC利用申請書 

（市役所福祉課にあります） 

・自動車運転免許証（手帳所持者本人が自ら運転する場合のみ） 

・自動車検査証 

・自動車検査証記録事項（電子車検証をお持ちの場合） 

・身体障害者手帳、または療育手帳 

※ETCをご利用の場合はさらに下記のものが必要です。 

・ETCカード（本人名義のものに限る。本人が18歳未満の場合は保護者

名義可） 

・ETC車載器の管理番号が確認できるもの（ETC車載器セットアップ申 

込書・証明書） 

事前に福祉課、または各出張所の窓口で身体障害者手帳、療育手帳に証明の押印を受ける必 

要があります。なお、割引対象者については次の条件があります。 

 

区 分 種 別 
手帳所持者本人が自ら 

運転する場合 

手帳所持者の介護者が 

運転する場合 

 
 
身体障害者手帳 

1種 対 象 対 象 

2種 対 象 対 象 外 

 
 
療 育 手 帳 

1種 対 象 対 象 

2種 対 象 外 対 象 外 

有 料 道 路 割 引 

交通費などの割引や助成 
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JR旅客運賃 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・その他の乗車券や私鉄などの運賃割引については、各鉄道会社までお問い合わせください。 

 

バス運賃 

 
 
 
 
 
 

・定期券などのその他詳細については各バス会社までお問い合わせください。 

公共交通機関の運賃の割引 

種 別 割引対象 乗車券類種別 割引率 距離制限など 注意事項   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第1種 

本人単独 普通乗車券  

 

 

 

50％ 

片道101㎞以上  

 

 

本人と介護者 

 
普通乗車券

回数乗車券

普通急行券

定期乗車券 

 

 

なし 

・介護者は1人のみ割引が適用 

・小児定期は割引の適用外 

・介護者が通学定期を購入する

資格をお持ちの場合であって 

・
も通勤定期となります  

本人と介護者の方は 

類・区間の乗車券類を同時に 

購入していただきます 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第2種 

本人単独 普通乗車券 片道101㎞以上  

 
本人と介護者

の方（本人が

12歳未満の

場合のみ） 

 
普通乗車券

回数乗車券

普通急行券

定期乗車券 

 

 

なし 

・介護者は1人のみ割引が適用 

・小児定期は割引の適用外 

・介護者が通学定期を購入する

資格をお持ちの場合であって

も通勤定期となります 

・本人と介護者は同一種類・区

間の乗車券類を同時に購入し 

ていただきます 

 

種 別 割引対象 乗車種別 割引率 距離制限など 

第1種 
本人単独 

     
普通 

     
50% 

 

     
なし 

 

本人と介護者 

第2種 本人単独 
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札幌市営交通（地下鉄・市電） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

※定期券などその他詳細は札幌市交通案内センターまでお問い合わせください。 

上記以外の航空運賃、船舶運賃、地下鉄運賃、路面電車運賃などについては各会社、事業所 

までお問い合わせください。

種 別 割引対象 乗車種別 割引率 距離制限など 注意事項  
 

手帳所持者が
12歳以上の場合 

本人単独 普通 

乗り継ぎ券 

 
 
50％ 

 
 

 

なし 

 

本人と介護者 

手帳所持者が

12歳未満の場合 

本人単独  

普通 
市電のみ割引が

適用 
本人と介護者 
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    ─────────      一般社団法人 札幌ハイヤー協会 

札幌市中央区南8条西15丁目 総務部業務課 TEL  561-1171 

身体障害者手帳や療育手帳をお持ちの方がタクシーを利用した際、手帳を提示することで運賃 

・料金がメーター表示額から1割引になります。 

精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方について、札幌ハイヤー協会に加盟のない一部タクシー

会社において割引の対象となる場合がありますので、各タクシー会社へご確認ください。 

─── 福祉課障がい福祉担当 

身体障害者手帳1〜2級（内部障がいは1〜3級）、療育手帳A判定、精神障害者保健福祉手帳

1 級及び重度心身障害者医療費受給者証のいずれかの交付を受けている方に、福祉タクシー利用 

券または福祉自動車燃料利用券の交付を行っています。 

福祉タクシー利用券は、札幌ハイヤー協会に加盟しているタクシー会社（札幌市、江別市、 

石狩市、北広島市）等で、また、福祉自動車燃料利用券は札幌地方石油協同組合に加盟している

北広島市内及び札幌市内のガソリンスタンドで利用できます。 

◆助 成 額◆ タクシー利用券 年間  12,000円 

自動車燃料利用券 年間 9,000円 

◆手 続 き◆ 福祉課障がい福祉担当または各出張所に申請 

※5月以降に対象となった方は、助成額が異なります。 

─ 福祉課障がい福祉担当 

精神障がい者及び、障害者総合支援法の対象疾病である難病の方の社会復帰のために市内・

市外の地域活動支援センター、就労継続支援事業所、病院デイケアなどの施設に通所している 

方に、その通所に要する公共交通機関の料金の半額を助成します。 

◆手 続 き◆ 事前に福祉課障がい福祉担当に申請が必要です。 

◆必要なもの◆ 交通費内訳、預金口座番号のわかるもの、印鑑 

── 保険年金課医療給付担当 

内線2102・2104 

次の①と②の両方をお持ちで、年間の通院交通費が12,000円を超える方を対象に、助成を      

行っています。 

①重度心身障がい者医療、ひとり親家庭等医療（子のみ）、子ども医療の受給資格 

②特定疾病、特定疾患、特定医療（指定難病）、自立支援医療などに該当する受給者証 

◆助 成 額◆ 年間24,000円が上限（12,000円を超えた分が対象） 

◆申 請◆ 各年8月1日から8月31日まで 

※前年の8月から7月までの1年間分が対象となります。 

◆ 必要なもの◆    各医療費助成受給者証、特定疾病などの受給者証、交通費の明細及び

領収書、受診がわかる書類（領収書又は明細書）、印鑑、銀行などの

口座情報 

タ ク シ ー 割 引 

  

福祉タクシー・福祉自動車燃料利用券 
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────────── 福祉課障がい福祉担当 

事前に申し込みをすると、車いす及びストレッチャーのまま乗車できる車両で医療機関への通

院や入退院等に利用できます。利用時にはホームヘルパーを同乗させる必要があります。 

◆対 象 者◆ 以下のいずれにも該当する方 

① 在宅の方 

② 下肢または体幹機能の1級・2級もしくは、要介護4・5の認定を受けた方 

③ 移動に際して、車いす及びストレッチャーのまま乗車できる車両での移動が必 

要な方 

◆利 用 料◆ （1回あたり）（令和5年4月1日現在） 

① 市内 250円 

② 清田区、豊平区、厚別区、白石区、恵庭市、江別市、南幌町、長沼町 500円 

③ 上記以外の札幌市および千歳市 1,000円 

 

 

新千歳空港A・B・C駐車場の利用料が半額となります。 

◆ 対        象        者◆  障害者手帳（身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手

帳、戦傷病者手帳、被爆者健康手帳、特定疾患医療受給者証、特

定医療費（指定難病）受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証）

をお持ちの方。 

◆ A駐車場利用方法◆  出場時、出口ゲートで係員呼出ボタンを押し係員に駐車券と手帳を

提示する。または、管理事務所で駐車券と手帳を提示し料金を精

算する。 

◆B駐車場利用方法◆  出場時、精算窓口にて係員呼び出しボタンで係員を呼び、駐車券と

帳を提示し料金を精算する。 

◆ C駐車場利用方法◆  出口精算機で事前精算機・出口精算機の「インターホン」にて手帳

と駐車券を確認し、オペレーターが割引処理をする。 

◆問 い 合 わ せ 先◆ 新千歳空港A・C駐車場 電話0123-45-7061  

新千歳空港B駐車場 電話0123-27-8338

移 送 サ ー ビ ス 
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公共料金などの割引や助成 

─────────── 福祉課障がい福祉担当 

次の条件を満たしており、かつ、下記の手続をした方について、NHK放送受信料が減免にな 

ります。 

 対象者 適用条件 

 
 

全

額

免

除 

市民税非課税の身体障がい者 
身体障害者手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ、

世帯構成員全員が市民税非課税の場合 

 
 

市民税非課税の知的障がい者 

所得税法または地方税法に規定する障害者のうち、

児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉

センターまたは精神保健指定医により知的障がい者

と判定された方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全

員が市民税非課税の場合 

市民税非課税の精神障がい者 
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方がいる世帯

で、かつ、世帯構成員全員が市民税非課税の場合 

 
 

半

額

免

除 

視覚・聴覚障がい者 
視覚障がいまたは聴覚障がいにより、身体障害者手

帳をお持ちの方が、世帯主で受信契約者の場合 

重度の身体障がい者 
身体障害者手帳をお持ちで、障害等級が重度（1級 

または2級）の方が、世帯主で受信契約者の場合 

 

重度の知的障がい者 

所得税法または地方税法に規定する障害者のうち、

児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉

センターまたは精神保健指定医により重度の知的障

がい者と判定された方が世帯主で受信契約者の場合 

重度の精神障がい者 
精神障害者保健福祉手帳をお持ちで、障害等級が重

度（1級）の方が、世帯主で受信契約者の場合 

◆手 続 き◆ 市役所福祉課障がい福祉担当で証明を受ける必要があります。 

◆必要なもの◆ お持ちの障害者手帳・印鑑 

──────────── 各携帯電話会社 

携帯電話会社により基本料金等が割引になります。 

◆対象となる方◆ 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交

付を受けている方。 

※特定疾患医療受給者証、特定疾患登録証は携帯電話会社による 

◆お問い合わせ◆ 各携帯電話会社に直接お問い合わせください。 
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──────────────── NTT 

電話帳の利用が困難な視覚・上肢などの不自由な方、知的障がい、精神障がいの方を対象    

に、無料で電話番号をご案内します。（ご利用には事前に登録が必要です） 

ふれあい案内のご登録申込み、お問い合わせは、以下のフリーダイヤルへお問い合わせくだ 

さい。 

◆登録申込み・問い合わせ◆  電話 0120-104174 

          FAX 0120-104134 

◆対象◆    身体障害者手帳（視覚障がい：1〜6級、肢体不自由（上肢・体幹・乳幼児期以

前の非進行性の脳病変による運動機能障がい）：1・2級、聴覚障がい2・3・

4・6級、音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障がい3・4級）、療育手

帳、精神障害者保健福祉手帳所持者 

──────────────── 各郵便局  

障がいのある方の福祉の増進を図るため、郵便物の無料扱い等の優遇措置があります。 

①次の郵便物で開封のものは無料となります。 

◆点字用郵便物◆ 

点字のみを掲げたものを内容とする郵便物（3kg以内） 

◆特定録音物等郵便物◆ 

盲人用録音物や点字用紙を内容とするもので、点字図書館、点字出版施設など日本郵便株

式会社の指定する施設を発受するもの（3kg以内） 

②次のゆうパックについては安価な運賃で利用できます。 

◆点字ゆうパック◆ 

点字のみを掲げたものを内容とするゆうパック 

◆聴覚障がい者用ゆうパック◆ 

聴覚障がい者用のビデオテープその他の録音物を内容とするゆうパックで、聴覚障がい者

団体など日本郵便株式会社の指定する施設を発受するもの。 

③郵便はがきの無償配布について 

◆青い鳥郵便葉書◆ 

重度の身体障がい者（1級・2級）、重度の知的障がい者（療育手帳A判定）で希望する方に、

一人につき、通常郵便はがき（「無地」、「インクジェット紙」または「くぼみ入り」）ま

たは胡蝶蘭（無地またはインクジェット紙）の中からいずれか１種類を20枚、青い鳥を 

デザインしたオリジナル封筒に入れて無料で差し上げています。なお、受付期間は毎年4

月上旬から5月下旬となっています。 

 

④その他、心身障がい者用ゆうメール・聴覚障がい者用ゆうパックの優遇制度があります。

 

郵便料金等の優遇措置   
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第 4 章 医療費の助成 

医療費の助成 
 
 

─────── 保険年金課医療給付担当 

内線2102・2104 

病院などで診療を受けたときの医療費を助成します（初診時一部負担金、保険適用外医療、 

自己負担分は除く）。ただし、所得制限があります。 

医師が必要と認めた治療用装具の一部も助成の対象になります。 

◆対    象     者◆     ① 身体障害者手帳1・2級と3級（心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、

直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫または肝臓 の機能

障がいに限る）をお持ちの方 

② 知的障がい者の方で、A判定の療育手帳をお持ちの方か、「重度」

と判定（診断）された方（概ねIQ35以下、ただし、肢体不自由・

盲・ろうあなどの障がいがあり日常生活で介護を必要と する方は、

概ね50以下）。 

③ 精神障害者保健福祉手帳の1級をお持ちの方 

◆助成対象範囲◆    ①または②に該当する方        通院・入院及び指定訪問看護 

③に該当する方 通院及び指定訪問看護 

◆ 必要なもの◆     健康保険証、身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手

帳、生計維持者の所得課税証明書（北広島に1/1現在住民登録がない

場合に必要です）等 

───────────────── 各保険者 

国民健康保険の方  ──   保険年金課     国保スタッフ    内線2112・2116  

後期高齢者医療の方  ─   保険年金課 医療給付スタッフ 内線2101・2103 

下記の対象疾病の方は、各健康保険制度で所定の手続きをすると、長期高額疾病として自己 

負担限度額が10,000円（月額）となります。 

◆対 象 疾 病◆        ①人工透析を必要とする慢性腎不全（人工透析） 

※人工透析を要する70歳未満の上位所得者（基礎控除後の年間
所得額が600万円を超える世帯の方）は、自己負担限度額が
20,000円（月額）となります。 

②先天性血液凝固第8因子障害及び第9因子障害（血友病） 

③抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群（ただし、血液
凝固因子製剤の投与に起因するもののみ

 

特定疾病療養受療証  
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─────────── 福祉課障がい福祉担当 

利用には、事前に申請し医療費軽減の認定を受けることが必要です。 

認定された方には、「自立支援医療受給者証」を交付しますので、指定医療機関で提示のうえ、医

療費軽減を受けてください。 

◆ 利用者負担◆ 有料（原則1割負担。ただし、所得に応じ利用者負担上限額を設定。） 

 

身体障害者手帳を所持している18歳以上の方が手術などにより、障がいの改善または機能の

維持が保たれる見込みがある場合、その医療費が軽減されます。 

◆対象となる医療内容◆ 

・ペースメーカ-植え込み術   ・冠動脈バイパス術   ・腎移植術 

・人工弁置換術 ・人工関節置換術      ・角膜移植術 

・人工透析など   

◆必要なもの◆ ・自立支援医療費（更生）支給認定申請書（市役所福祉課にあります） 

・医師の意見書（指定の様式） 

・同意書（市役所福祉課にあります） 

・健康保険証の写し（建設国保加入者は加入者全員分の写し） 

・身体障害者手帳の写し（所持者のみ） 

・特定疾病療養受療証（人工透析の方のみ） 

・非課税年金（障害年金、遺族年金等）の受給額がわかるもの 

（当該年金受給者の方のみ） 

※治療開始前に申請が必要となります。 

・個人番号関係書類（詳しくは10〜11ページを確認してください。） 

 

 

18歳未満の児童で、疾患等により将来において障がいを残すおそれがあり、確実に治療効果 

を期待できる場合、その医療費が軽減されます。 

◆必要なもの◆ ・自立支援医療費（育成）支給認定申請書（市役所福祉課にあります） 

・医師の意見書 

・同意書（市役所福祉課にあります） 

・健康保険証の写し（建設国保加入者は加入者全員分の写し） 

・個人番号関係書類（詳しくは10〜11ページを確認してください。） 

自 立 支 援 医 療 

更  生  医  療  の  給  付  

育  成  医  療  の  給  付  
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精神障がいの治療上必要と認められる精神通院医療を担当する医師による病院又は診療所に 

て入院しないで行われる医療（外来、外来での投薬、デイ・ケア、訪問看護等が含まれます）が

対象で、医療費の自己負担が1割になります。また、所得区分に応じ月額の上限額が設定されま

す。有効期間は1年で、有効期限の3カ月前から再認定の手続きができます。 

◆必要なもの◆ ・申請書（市役所福祉課にあります） 

・診断書 

（更新の方で前回提出されている方は、省略できる場合があります） 

・同意書（市役所福祉課にあります） 

・健康保険証の写し（建設国保加入者は加入者全員分の写し） 

・非課税年金（障害年金、遺族年金等）の受給額がわかるもの 

（当該年金受給者の方のみ） 

※再認定の場合は、現在の受給者証をお持ちください。 

・個人番号関係書類（詳しくは10〜11ページを確認してください。） 

 

─────── 保険年金課医療給付担当 

内線2102・2104 

病院などで診療を受けたときの医療費を助成します（初診時一部負担金、保険適用外医療、 

自己負担分は除く）。ただし、所得制限があります。 

医師が必要と認めた治療用装具の一部も助成の対象になります。 

◆ 対 象 者◆ ひとり親家庭（母子・父子家庭）、配偶者が重度の障がいのある家庭お

よび両親のいない家庭の18歳未満の子どもと18歳未満の子どもを扶養

または監護しているひとり親家庭等の母または父。 

18歳以上の特例として、ひとり親家庭等の母または父が、18歳以上の

子どもを扶養している場合には、20歳に達した日の属する月の末日ま

で助成対象となります。 

◆助成対象範囲◆ ①子ども 通院・入院及び指定訪問看護 

②母または父 入院及び指定訪問看護 

──北海道保健福祉部健康安全局地域保健課  

TEL 011-231-4111 

国や道の指定する難病、特定疾患及び血友病の方の医療費が公費負担になります。 

精神通院医療の給付  
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補 装 具 

第 5 章 各種事業やサービス 

福祉用具など 
 
 
 

────────           福祉課障がい福祉担当 

身体障害者手帳を所持している障がい児・者や難病患者の身体機能を補うため、補装具の購入

または修理にかかる費用の支給を行っています。初めて支給を受ける場合、心身障害者総合相談

所で医学的判定を受けていただく場合があります（18歳未満の児童は除く）。購入前に申請が必

要になります。 

◆必要なもの◆ ・補装具費（購入・修理）支給申請書（市役所福祉課にあります） 

・補装具交付要否意見書（補装具の種類によって必要です） 

・指定事業者の見積書 

※介護保険サービスの対象者については、補装具の種類によって介護保険からの給付・貸与が 

優先されます。 

障 が い 補 装 具 の 種 類 

肢 体 不 自 由 
義肢（義手・義足） 

電動車いす 

装具 座位保持装置

歩行器 歩行補助つえ 

車いす 

視 覚 障 が い 盲人用安全つえ 義眼 眼鏡   

聴 覚 障 が い 補聴器 

両  上  下  肢  及  び

音 声 ・ 言 語 障 が い   

重度障害者用意思伝達装置 

 

◆利用者負担◆ 原則定率１割負担。世帯の所得に応じ、以下の負担上限月額を設定 

   

〈所得区分及び負担上限月額〉 

生活保護 生活保護世帯に属する者 ０円 

低所得 市町村民税非課税世帯 ０円 

一般 市町村民税課税世帯 ３７，２００円 

     

※ただし、障害者本人又は世帯員のいずれかが一定所得以上の場合（本人又は世帯員のうち

市町村民税所得割の最多納税者の納税額が４６万円以上の場合）には補装具費の支給対象外

です。  
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─────────────── 福祉課障がい福祉担当 

重度障がい児・者や難病患者の日常生活が円滑に行われるための日常生活用具給付費の支給 

◆必要なもの◆・日常生活用具給付費支給申請書（市役所福祉課、各出張所・市ＨＰにあります。） 

・指定業者の見積書 

※対象者の障がい部位、等級に一定の基準があります。 

※介護保険サービスの対象者は、日常生活用具の種類によって介護保険からの給付・貸与が優先されます。  
種   目  対象要件 

介 護 ・ 訓 練

支 援 用 具 

特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、入浴担架 
体位変換器、移動用リフト、訓練用いす（児童の
み）、訓練用ベッド（児童のみ） 

下肢または体幹機能障がい 

 
 

 

 

 
自  立  生  活

支 援 用 具 

入浴補助用具 
下肢または体幹機能障がい 便器 

頭部保護帽 
平衡機能もしくは下肢または体幹機能障がい T字状・棒状のつえ 

移動・移乗支援用具 

保護ブーツ 
下肢または体幹機能障がいで、下肢装 

具または車いす常用 

特殊便器 上肢機能障がい 

火災警報器 障がい種別に関わらず火災発生の感 

知・避難が著しく困難 自動消火器 

電磁調理器 
視覚障がい 歩行時間延長信号機用小型送信機 

聴覚障がい者用屋内信号装置 聴覚障がい 

 
 

 

 

在 宅 療 養 等

支 援 用 具 

透析液加温器 腎臓機能障がい 

ネブライザー（吸入器） 呼吸器機能障がい等 
電気式たん吸引器 

酸素ボンベ運搬車 在宅酸素療法 

盲人用体温計（音声式） 視覚障がい 
盲人用体重計 

パルスオキシメーター 呼吸機能または心臓機能の障がいで、在宅酸素

療法を行う方や人工呼吸器を装着する方など パルスオキシメーター測定センサー 

緊急時電源供給装置 
在宅酸素療法を行う方や人工呼吸器を装着する

方など 

 
 
 
 
 
 
 

情    報    ・ 

意  思  疎  通 

支 援 用 具 

携帯用会話補助装置 音声・言語機能障がい 

情報・通信支援装置 上肢機能障がいまたは視覚障がい 

点字ディスプレイ 盲ろう、視覚障がい 

点字器、点字タイプライター 
視覚障がい者用ポ-タブルレコーダー 

視覚障がい者用活字文書読上げ装置 
視覚障がい者用音声・拡大読書器 
盲人用時計（触読式）、盲人用時計（音声式） 

視覚障がい者用ラジオ 
視覚障がい者用ワードプロセッサー 
点字図書、電子式歩行補助具（パームソナー） 

 
 

視覚障がい 

聴覚障がい者用通信装置 
聴覚障がい 聴覚障がい者用情報受信装置 

人工喉頭 喉頭摘出 

人工内耳用音声信号処理装置 

（スピーチプロセッサ） 

人工内耳外部装置を5年以上装用してい

る方で、医療保険等による給付を受け 

ることができない方 

人工内耳用電池（空気亜鉛電池・充電池・充電器） 人工内耳外部装置を装用している方 

排 せ つ 管 理

支 援 用 具 

ストマ ストマ造設 

紙おむつ 脳原性運動機能障がいで、排尿または 

排便の意思表示が困難 収尿器 

住  宅   改   修 居宅生活動作補助用具 
下肢、体幹機能障がいまたは乳幼児期 

非進行性脳病変 

◆利用者負担◆   原則1割負担。所得に応じ利用者負担上限額を設定。品目ごとに定められてい

る基準額を超える額については全額自己負担。 

日 常 生 活 用 具 
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緊 急 通 報 シ ス テム  

─────────── 福祉課障がい福祉担当 

在宅の重度身体障がい児・者等の方に、生活動作を補うための各種用具の購入費用の支給を行

っています。本人の属する世帯の住民税額により自己負担があります。 

◆必要なもの◆ ・自助具購入費支給申請書（市役所福祉課にあります） 

・指定業者の見積書 

 

 
 
 

────────── 北広島市社会福祉協議会 

TEL 372-1698 

市内に住まいで車いすを必要とする方に無料で貸出しをしています。期間は6カ月以内で貸出

場所は、社会福祉協議会、市役所各出張所、北広島団地住民センター、エルフィンパーク市民サ

ービスコーナー、中央公民館、夢プラザです。 

──────        高齢者支援課高齢者福祉担当  

在宅で3歳以上の重度の身体・知的障がい者、寝たきりの高齢者や重度の認知症高齢者の方      

で、常時紙おむつを使用している方に、紙おむつの購入助成券を交付します。助成額は、世

帯 全員が市民税非課税の方は年額60,000円、それ以外の方は年額30,000円を限度として交付

します。（申請月により交付枚数は減となります） 

───────     高齢者支援課高齢者福祉担当  

一人暮らしの重度障がい者や高齢者で、持病のある方や健康上の不安のある方に、電話回線

や携帯型端末使い、急病などの緊急事態を通報できる装置をお貸しします。装置は「固定型」

と「携帯型」があり、固定型は火災やガス漏れのセンサーを取り付けることもできます。 

設置時に、所得に応じた自己負担があるほか、携帯型端末利用者は月額400円の自己負担があり

ます。その他通話料は自己負担となります。 

また、緊急時に利用者宅へ出向いてもらう緊急協力員（2〜3人）を確保することが必要になり

ます。 

───北海道保健福祉部健康安全局地域保健課 

TEL 0123-23-3175 

在宅での酸素療法及び人工呼吸療法が必要な呼吸器機能障がいの方に、酸素濃縮器及び人工呼

吸器の使用にかかる電気料金の一部を助成しています。

自 助 具 

車  い  す  の  貸  出  し  

 

自 助 具 の 種 類  

読書スタンド、ページめくり、ヘルプハンド、トイレ付ベッド、 

入浴用リフト、洗髪器、難燃性寝具、空気清浄器、ベッド用テーブル、 

排せつ環境用具、簡易和式ギャッジ、 

トイレ用トランスファーボード（18歳未満）、補聴器（18歳未満） 
 

紙おむつ購入費の助成  



- 34 -  

 

 

障害者総合支援法のサービス 

─────────── 福祉課障がい福祉担当 

障がい福祉サービスには、「介護給付」・「訓練等給付」・「相談支援」・「障害児通所支援」があります。  

サービスを利用する場合には、あらかじめ支給申請を行い、支給の決定を受ける必要があります。 

※難病（指定された疾病のみ）の方も対象となります。 

※介護保険の要介護認定を受けている方は、介護保険によるサービスが優先されます。 

障がい福祉サービス  

 

障がい福祉サービス内容  
 

 

 
 
介

護

給

付 

居宅介護（ホームヘルプ） 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 

重度訪問介護 重度の肢体不自由者等で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、 

食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 

同行援護 視覚障がいで、移動に著しい困難を有する人に、外出時に、その方に同行 

し、移動の援護や必要な支援を行います。 

行動援護 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するため 

に必要な支援、外出支援を行います。 

重度障害者等包括支援 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行 

います。 

短期入所 

（ショートステイ） 

自宅で介護する人が病気などの場合に、被介護者に短期入所してもらい、 

入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 

療養介護 医療を必要とし、常時介護が必要な場合、医療機関で機能訓練、療養上の 

管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。 

生活介護 常に介護を必要とする人に、通所施設において昼間、入浴、排せつ、食事の 

介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。 

施設入所支援 施設に入所している人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行い 

ます。 

 
 

訓

練

等

給

付 

自立訓練 

（機能訓練・生活訓練） 

自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活 

能力の向上のために必要な訓練を行います。 

就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能 

力の向上のために必要な訓練を行います。 

就労継続支援 

（Ａ型・Ｂ型） 

一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び 

能力の向上のために必要な訓練を行います。 

宿泊型自立訓練 居室その他の設備を利用しながら、自立した日常生活または社会生活を営 

むことができるよう必要な訓練を行います。 

共同生活援助 

（グループホーム） 

共同生活している住居において、夜間や休日における相談や日常生活上の 

援助を行います。 

就労定着支援 
障がい者との相談を通じて生活面の課題を把握し、企業や関係機関等と

の必要な連絡調整や生活リズム、家計や体調の管理などに関する指導、
助言等の支援を行います。 

自立生活援助 
一人暮らしに必要な理解力や生活力を補うために、定期的に居宅を訪問

し、必要な助言や医療機関等との連絡調整を行います。利用者からの相
談・要請があった際は、訪問、電話、メール等による相談を行います。 
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相

談

支

援 

 

計画相談支援 

 

心身の状況や環境等を勘案して、利用するサービスの内容等を定めた計画

を作成し、また、継続してサービスを適切に利用することができるよ 

う、一定期間ごとに計画の検証を行います。 

地域移行支援 住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する 

相談などのサービスを行います。 

地域定着支援 常時の連絡体制を確保し障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等 

に連絡などのサービスを行います。 

 

 

障がい児を対象としたサービス内容（障害児通所支援）  

 

児童発達支援 

〈対象：未就学児〉 

日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与及び集団生活へ 

の適応訓練を行います。 

医療型児童発達支援 

〈対象：未就学児〉 

肢体不自由の障がい児が対象で、児童発達支援及び治療を行います。 

放課後等デイサービス 

〈対象：就学児〉 

就学中の障がい児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生 

活能力の向上のための訓練等を継続的に提供します。 

保育所等訪問支援 障がい児が集団生活を営む施設を訪問し、障がい児以外の児童との集団生 

活への適応のための専門的な支援などのサービスを行います。 

居宅訪問型児童発達支援 
重度の障がい等により外出が困難な障がい児に対する居宅を訪問して、日

常生活における基本的な動作の指導や生活能力の向上のための訓練を行 

います。 

 

◆必要なもの◆ ・申請書（市役所福祉課にあります） 

・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療

受給者証等 

・本人や配偶者、（18歳未満の方は）保護者などの課税・収入がわかる

資料を求める場合があります。 

・個人番号関係書類（詳しくは10〜11ページを確認してください。） 
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◆サービス利用の流れ◆ ※①〜④のステップが必要となります。 

〈障がい支援区分が必要〉 〈障がい支援区分が不要〉 

居宅介護、生活介護、重度訪問介護、

同行援護、行動援護、短期入所、 

重度障害者等包括支援、療養介護、 

施設入所支援を利用の方

共同生活援助（一部） 

 自立訓練、就労移行支援、共同生活援助 

（一部）、就労継続支援（A・B）型を利

用の方・就労定着支援・自立生活援助 

障害児通所支援を利用の方 

     

①市役所福祉課へ相談・申請を行います。 

     

②市役所職員からサービス利用意向の聴き取りを受けます。 

     

月1回開催される審査会で  

障がい支援区分を決定します。 

   

③サービス等利用計画案の作成を相談支援事業所へ依頼します。 

※申請者自身による作成（セルフプラン）の場合もあります。 

     

作成した計画案が相談支援事業所から市役所へ提出されます。 

     

計画案をもとに支給決定が行われ、受給者証が発行されます。 

     

④事業所と契約 

 

 

１
か
月
～
２
か
月
ほ
ど
時
間
が
か
か
り
ま
す
。 

障がい福祉サービス利用開始 
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◆訪問系サービス・日中活動サービスを利用されている方の負担上限額◆ 

 
 
 
 
 
 
 
 

※1 訪問系サービス：居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、短期入所 

※2 日中活動サービス：生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、地域相談支援（地域移行

支援・地域定着支援）、障害児通所支援（児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問

支援） 

※3 療養介護・医療型児童発達支援を利用する方の利用者負担については、別途お問い合せくだ

さい。 

◆居住系サービスを利用されている方の負担上限額◆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

※1 居住系サービス：施設入所支援、グループホーム、宿泊型自立訓練 

※2 施設入所支援を利用する方は、別途食費・光熱費等の実費が必要になりますが、生活保護、低

所得の方には負担軽減措置（補足給付）があります。 

※3 グループホームを利用する方で生活保護、低所得の方は、月額1万円を上限に家賃が助成されま

す。 

収入状況を判断する世帯の範囲は次の表のとおりです。 

区   分 世帯の収入状況 
負担上限月額 

18歳未満 18歳以上 

生 活 保 護 生活保護受給世帯の方 0円 0円 

低 所 得 市町村民税非課税世帯の方 0円 0円 

一 般 1 
市町村民税課税世帯で、世帯の市町村民税所得割の合

計額が、18歳未満の方は28万円未満、18歳以上の方 

は16万円未満の場合 

4,600円 9,300円 

一 般 2 市町村民税課税世帯で、一般1以外の方 37,200円 37,200円 

 

区   分 世帯の収入状況 

負担上限月額 

施設入所サービス グループホーム 

20歳未満 20歳以上 18歳以上 

生 活 保 護 生活保護受給世帯の方 0円 0円 0円 

低 所 得 市町村民税非課税世帯の方 0円 0円 0円 

一 般 1 
20歳未満の施設入所者で、世帯の市
町村民税所得割の合計額が28万円未満
の場合 

9,300円 ─ ─ 

一 般 2 市町村民税課税世帯で、一般1以外の方 37,200円 37,200円 37,200円 

 

18歳未満の方と 

18、19歳の施設入所者 

18歳以上の方 

（18、19歳の施設入所者を除く） 

保護者の住民票世帯 本人及び配偶者 
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     障がい児通所支援に係る利用者負担相当額助成制度  

原則1割負担ですが、北広島市では障がい児の通所支援利用の促進により早期療育につなげる

ため平成26年度から利用者負担を無料としています。 

◆対 象 者◆ 当市に居住し、通所支援を利用する児童の保護者 

（当市の発行する通所受給者証を所持している方） 

※18歳以上20歳未満の障がい児で、通所支援を利用する方も含みます 

◆助 成 内 容◆ 以下に係る自己負担額 

・児童発達支援 

・医療型児童発達支援（医療に係る分を除く） 

・放課後等デイサービス 

・保育所等訪問支援 

・居宅訪問型児童発達支援 

※『居宅介護』や『短期入所』等の障がい福祉サービス、『移動支援』や『日中一時支援』等の

地域生活支援事業につきましては、助成対象外となります。 

※対象となる通所先は、市内・市外を問わず全ての事業所が対象                    



- 39 -  

 

 

事 業 所 一 覧 ───────────   福祉課障がい福祉担当 

市内の障がい福祉サービス・障がい児通所支援事業所です。（令和5年12月1日現在）『北広島

市障がい福祉事業所ガイドブック』に各事業所の支援内容が記載されています。ガイドブック 

は市役所福祉課、障がい者生活支援センターみらい、障がい者就労支援センターめーでる、北 

広島市こども発達支援センターにて配付しております。 

居宅介護・重度訪問介護・行動援護・同行援護 

事 業 所 名 所在地等 サービスの種類 

ヘルプネット北広島 
共栄町4丁目2-4  

555-8866 

居宅介護 

重度訪問介護 

同行援護 

フィットマン 
中央2丁目6-3 

グリーンパーク北ひろ内 

370-1727 

居宅介護 

行動援護 

ヘルパーステーション   華結び    北広島 稲穂町東8丁目5-11 

370-1187 

居宅介護 

重度訪問介護 

アースサポート北広島 新富町西1丁目1-27 

376-6644 

居宅介護 

重度訪問介護 

てとる 
共栄25-9 

376-7060 

居宅介護,重度訪問介護 

行動援護 

北広島ホームヘルプサービスステーション四恩園 緑陽町1丁目2 

373-7755 

居宅介護 

重度訪問介護 

サポート    幸恵 高台町1丁目13-6 

372-9520 

居宅介護 

重度訪問介護 

わたげ 
高台町3丁目2-1 

373-2323 

居宅介護,重度度訪問介
護,行動援護,同行援護 

聖芳園ホームヘルパーステーション 西の里347-4 

375-5080 

居宅介護 

重度訪問介護 

北広島介護 
西の里東1丁目1-15  

826-6691 

居宅介護 

重度訪問介護 

同行援護 

ヘルパーステーション松ぽっくり 大曲南ヶ丘4丁目14-5 

377-5496 

居宅介護 

重度訪問介護 

訪問介護ステーション希望ヶ丘 
希望ヶ丘1丁目6-2  

377-1433 

居宅介護 

重度訪問介護 

同行援護 

ヘルパーステーションEはうす札幌 

西の里北１丁目1−18 

375-7218 

居宅介護 

重度訪問介護 

ケア・トラスト 

中央3丁目8-4 三和ビル203号  

802-5938 

居宅介護 

重度訪問介護 

同行援護 
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短期入所 

 

 

 

 

 

 

 
 
          

 

 

生活介護・就労移行支援・就労継続支援・自立訓練・就労定着支援 
生活介護・就労移行支援・就労継続支援・自立訓練・就労定着支援 

事 業 所 名 所在地等 

ホホエム 共栄21-1 373-8880 

共栄 共栄276-8 373-8671 

とみがおか 共栄276-16 372-3164 

グリーンパーク北ひろ 中央2丁目6-3 373-5599 

北広島リハビリセンター療護部 富ケ岡509-31 373-1711 

短期利用施設聖芳園 西の里347-4 375-3126 

リハビリー・エイト 西の里507-1 375-2116 

ともっと 共栄25-9       376-7060 

エルフィンホーム 西の里南1丁目4-7   375-3820 

ヨツバメイツ北広島 大曲並木3丁目12-14  598-9411 

小規模多機能型ホームくらしさ北広島 大曲南ヶ丘1丁目12-2   376-3333 

 

事 業 所 名 所在地等 サービスの種類 

LandP 
北の里41-29 

375-8726 

就労継続支援（A型） 

小春日工房 
北の里53-1 

378-9734 

生活介護 

就労継続支援（B型） 

ホホエム 
共栄21-1 

373-8880 

生活介護 

就労継続支援（B型） 

就労センタージョブ 
共栄201-1 

373-4896 

生活介護,就労継続支援（B
型） 

就労センタージョブ ステップ 
共栄276-44 

373-4896 

就労移行支援 

共栄 
共栄276-8 

373-8671 

生活介護 

とみがおか 
共栄276-16 

372-3164 

生活介護 

ワークサポート   北の風 
共栄町3丁目5-15 

372-5733 

就労継続支援（B型） 

北広島セルプ 
共栄町4丁目1-12  

372-7860 

就労移行支援 

就労継続支援（B型） 

自立訓練（生活訓練） 

木まぐれ研究所 
美沢3丁目3 

372-0018 

就労継続支援（B型） 

北広島デイセンター 
朝日町4丁目4-11 

372-7832 

生活介護 

 

とーもす北広島 
栄町1丁目4-1 

コープさっぽろエルフィン店2階 

398-6919 

自立訓練（生活訓練） 

就労移行支援、就労定着支援 

就労継続支援（B型） 

地域サポートセンターみなみ 
南町4丁目1-1 

376-8525 

生活介護 

自立訓練（機能訓練） 

小規模多機能型ホーム 

くらしさ北広島 

大曲南ヶ丘1丁目12-2 

 376-3333 

生活介護 

自立訓練（機能訓練） 

自立訓練（生活訓練） 

北広島リハビリセンター療護部 
富ケ岡509-31 

373-1711 

生活介護 
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事 業 所 名 所在地等 サービスの種類 

リハビリー・おおぞら 西の里506  
375-2249 

就労移行支援 

就労継続支援（A型・B型） 

就労定着支援 

リハビリー・クリーナース 西の里506 
375-2114 

就労継続支援（A型・B型） 

リハビリー・エイト 西の里507-1 
375-2116 

生活介護 

就労支援センターべべるい 中央2丁目1−2 
375-6663 

就労継続支援（B型） 

トライ 共栄町4丁目1-12 

372-7860 

自立訓練（生活訓練） 

生活介護事業所 TONO 西の里東2丁目1-2 

090-6385-1021 

生活介護 

北広島コラボ 朝日町2丁目6-9 
373-8809 

生活介護 

 

施設入所支援・共同生活援助（グループホーム）

事 業 所 名 所在地等 サービスの種類 

共栄 
共栄276-8 
373-8671 施設入所支援 

とみがおか 
共栄276-16 
372-3164 施設入所支援 

グリーンパーク北ひろ 
中央2丁目6-3 
373-5599 共同生活援助 

きたひろしまベース 
稲穂町西4丁目2-3 
376-0460 共同生活援助 

北広島リハビリセンター療護部 
富ヶ岡509-31 
373-1711 施設入所支援 

リハビリー・エイト 
西の里507-1 
375-2116 施設入所支援 

エルフィンホーム 
西の里南1丁目4-7 
375-3820 共同生活援助 

グループホーム虹 
西の里北1丁目1-48 
375-3410 共同生活援助 

ともっと 
共栄25-9 
376-7060 共同生活援助 

ヨツバメイツ北広島 
大曲並木3丁目12-14 

598-9411 共同生活援助 
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児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

計画相談支援・地域相談支援 

 事 業 所 名 所在地等 サービスの種類 

障がい者生活支援センターみらい 
南町4丁目1-1地域 
サポートセンターみなみ内 
376-7776 

計画相談支援,地域移行支援
地域定着支援 

障害児相談支援 

障がい者就労支援センターめーでる 
朝日町2丁目6-9 
 372-5525 

計画相談支援,地域移行支援
地域定着支援 

あざれあ 
輝美町2-3 
373-8880 

計画相談支援 

障害児相談支援 

北広島市子ども発達支援センター 
栄町1丁目5番地2   北広島エルフィンビル 3F 
372-1650 

計画相談支援  

障害児相談支援 

相談室ここに 朝日町2丁目6-９ 
372-3373 

計画相談支援 

障害児相談支援 

事 業 所 名 所在地等 サービスの種類 

野いちご 
北の里53-1 

378-9734 

放課後等デイサービス 

ラブアリス北広島 
美咲き野2丁目11-3 

376-0408 

児童発達支援 

放課後等デイサービス 

てくてく 
東共栄1丁目23-7 

802-9107 

児童発達支援 

放課後等デイサービス 

 ハレアカラ 
美沢3丁目13-2                                       正栄ビル1階 

398-9955 

児童発達支援,放課後等デイサービ

ス 

地域サポートセンターみなみ 
南町4丁目1-1 

376-8525 

児童発達支援 

放課後等デイサービス 

北広島市子ども発達支援センター 

栄町1丁目5番地2 北広島エルフインビル3階 

372-1650 

児童発達支援,保育所等訪問支援 

放課後等デイサービス 

居宅訪問型児童発達支援 

エルフイン 
輪厚中央1丁目1-18 

376-3980 

児童発達支援,保育所等訪問支援 

放課後等デイサービス 

ラブアリス大曲 
大曲中央2丁目3-5 

398-3449 

児童発達支援 

放課後等デイサービス 

おひさまの森 
新富町東2丁目5-20 ノールアビタシオン101 

378-6482 

放課後等デイサービス 

つなぐ 
中央2丁目6-3 

370-1730 

放課後等デイサービス 

児童発達支援 

児童通所支援Circus 
中央3丁目8-4 三和ビル201号 

802-8637 

児童発達支援 

放課後等デイサービス 

ポップランド 
青葉町3丁目11-11 

375-7400 

児童発達支援 

放課後等デイサービス 

ONE SMILE 
大曲並木2丁目4-1 

556-7590 

児童発達支援 

放課後等デイサービス 

コぺルプラス 北広島教室 
中央6丁目1-3  北広島メディカルプラザ2階  

398-7940 

児童発達支援 

放課後等デイサービス 

オーケストラ 
中央6丁目3-1 

375-0828 

児童発達支援,保育所等訪問支援 

放課後等デイサービス 

居宅訪問型児童発達支援 

みんなのガッコウ 
輝美町8-2 

375-0782 

放課後等デイサービス 

保育所等訪問支援 
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地 域 生 活 支 援 事 業  ───────────   福祉課障がい福祉担当 

地域生活支援事業は、障がい者が住みなれた地域で自立した生活を営むことができるよう道    

や市町村が実施主体となり、地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を 

実施することとされています。 

 

─────────── 福祉課障がい福祉担当 

FAX 398-4312 

聴覚に障がいのある方のコミュニケーションのために、手話通訳者・要約筆記者等の派遣を 

行っています。 

◆対 象 者◆ 聴覚障がい者及び音声・言語機能障がい者、中途失聴者、難聴者等 

◆派遣対象内容◆ 健康・保健・医療、司法、教育・保育、労働・雇用、住宅、文化・教養、 

社会生活などに関すること 

◆手 続 き◆ 事前にファックス等で福祉課へ申請 

◆利 用 者 負 担◆ 無料 

 

視覚障がいの方のために点字翻訳・音声録音した「広報北広島」、「議会だより」を希望する世

帯に送付します。 

◆手 続 き◆ 福祉課障がい福祉担当へお申込みください。 

◆利 用 者 負 担◆ 無料 

 

障がいのある方に、創作的活動または生産活動の機会を提供することにより、社会との交流 

の促進等を支援し、地域生活支援と社会参加の促進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

◆対 象 者◆ 身体・知的・精神障がい者 

◆利 用 者 負 担◆ 実費負担あり 

 

意 思 疎 通 支 援 事 業  

点字・声の広報等発行事業 

地域活動支援センター事業 

名  称 作業内容 問い合わせ先 

M H C 

北   ひ   ろ   し   ま 

紙すき、羊毛フェルト、つまみ細工の製作、
憩い、創作活動、カフェ活動等 

中央3丁目1-3 

大谷木材ビル1階 

372-9177 

手 仕 事 屋 
手作り石鹸、布細工、毛糸細工、木工、 

パッチワーク、衣類等の補修作業 
西の里北3丁目7-8 
375-2010 

ク レ イ ン 箸の袋詰め、菓子箱折り、手工芸品製作等 
中央6丁目13-10  

カゼル中央1階 

373-7716 
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地域の中で生活する障がい者等の皆さんを支援するため、北広島市独自の地域生活支援事業 

サービスとして、以下のサービスがあります。 

 

サービス名 サービスの内容 対   象    者 利用者負担 

 

障がいのある方などが、社会

生活上必要不可欠な外出や余

暇活動など社会参加のための

外出をする場合、ヘルパーに

よる移動の支援を行います。 

○ 身体・知的・精神障がい児・者  

○ 難病患者 

 
 
 

有料（ 原則1割負担。）ただ

し、世帯の収入状況に応じ、

45ページのとおり負担上限額

を設定。   
障がいのある方の家族の就労

支援や一時的な休息などを提

供するため、障がいのある方

をお預かりして日中活動する

場を提供します。 

 
○ 身体・知的・精神障がい児・者  

○ 難病患者 

  
福祉ホームの居室その他の設

備を低額な料金で提供しま

す。 

 
居住を求めている、本市の介

護給付費等の支給決定を受け

ている障がい者 

無料 

ただし、食材料費、家賃、光

熱水費、日用品費その他福祉

ホーム事業において提供され

る便宜の費用は自己負担で

す。 

  
家族の支援のみでは入浴が

できない重度の障がい児者の

居宅を訪問し、入浴サービス

をその居住において提供しま

す。 

市内に居住する65歳未満の

重症心身障がい者等（ 重度

の肢体不自由者であって重度

の知的障がいのある方）若し

くは、下肢又は体幹機能の障

がい程度が2級以上の児者で

あって当該障がい者等の家族

の支援のみでは入浴すること

ができない方 

 
有料（原則1割負担。） 

ただし、世帯の収入状況に応

じ、45ページのとおり負担上

限額を設定。 

地 域 生 活 支 援 給 付 事 業  

移
動
支
援
事
業 

日
中
一
時
支
援
事
業 

福
祉
ホ
ー
ム
事
業 

訪
問
入
浴
サ
ー
ビ
ス
事
業 
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移動支援事業、日中一時支援事業及び訪問入浴サービス事業の利用者負担上限月額 

移動支援事業、日中一時支援事業及び訪問入浴サービス事業の利用者負担合計額について    

は、世帯の収入状況に応じ、一カ月あたりの上限額（負担上限月額）を設定しています。 

区   分 世帯の収入状況 負担上限月額 

18歳未満 18歳以上 

生 活 保 護 生活保護受給世帯の方 0円 0円 

低 所 得 市町村民税非課税世帯の方 0円 0円 

一 般 1 
市町村民税課税世帯で、世帯の市町村民税所得割の合

計額が、18歳未満の方は28万円未満、18歳以上の方 

は16万円未満の場合 

4,600円 9,300円 

一 般 2 市町村民税課税世帯で、一般1以外の方 37,200円 37,200円 

収入状況を判断する世帯の範囲は次の表のとおりです。 

 

 
地域生活支援給付事業を利用する場合、あらかじめ支給決定を受ける必要があります。 

◆ 必要なもの◆ ・申請書（市役所福祉課にあります） 

・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療 

（精神通院）受給者証等 

・本人や配偶者、（18歳未満の方は）保護者など課税・収入状況がわかる

資料を求める場合があります。 

 

市内には障がい者団体としては、聴力障害者協会、身体障害者福祉協会、しょうがい児者 を持

つ親の会、身体障がい者の未来を考える「あすなろ会」、精神障がい者家族会「たけのこ会」、視

覚障がい者関係団体「めねっと北広島」があります。詳細は福祉課へお問い合わせください。 

家 族 会 ・ 当 事 者 会  

18歳未満の方 18歳以上の方 

保護者の住民票世帯 本人及び配偶者 
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第 6 章 その他の各種制度 

その他の障がい者へのサービス 

 
 

──────── 北広島市選挙管理委員会 

内線3314 

下表に該当し、投票所に行くことが困難な方は、郵便等による不在者投票ができます。 

投票するためには、あらかじめ選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に申請して、郵便等投票 

証明書の交付を受けていることが必要です。詳しくは北広島市選挙管理委員会にお問い合わせ く

ださい。 

○ 郵便等による不在者投票ができる方 

 

 

 

 

 

 
 
 

○郵便等による不在者投票における代理記載制度 

郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、上肢1級又は視覚障害1級の身体障害者

手帳をお持ちの方、上肢又は視覚障害の程度が特別項症から第2項症までである戦傷病者手帳を

お持ちの方は、あらかじめ選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に申請し、代理人記載用の郵便等

投票証明書の交付を受け、申請時に届け出た代理記載人（選挙権を有する方に限ります。）に投

票に関する記載をしてもらうことができます。 

──────────  環境課廃棄物管理担当 

内線4104 

ごみを自らごみステーションまで運ぶことが困難な方で、お住まいの地域や身近にいる方の 

協力を得ることができない方を対象に、自宅の庭先からごみ収集を行っています。 

◆対 象 者◆ 
市内に居住する方で、次のいずれかに該当する方のうち、ごみを自らごみステーション 

に排出することが困難な方。ただし、ご家族やその他の関係者が日常的にごみの排出が可
能な場合や施設等に入所している場合は除きます。 
・介護保険法により要介護認定を受けている方-① 

・身体障害者手帳の交付を受けている方-② 

・その他特に必要と認める方 
◆必要なもの◆ 
①に該当する方 介護保険被保険者証の写し 

②に該当する方 身体障害者手帳の写し 

申請後に面談等を行ってから利用の決定となります。 

郵便等による不在者投票  

家庭ごみの庭先収集  

手帳などの種類 障がいの種類 障がいの程度 

 

身体障害者

手帳 

両下肢・体幹・移動機能の障がい 1級又は2級 

心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障がい 1級又は3級 

免疫・肝臓の障がい 1から3級まで 

戦傷病者手帳 
両下肢・体幹の障がい 特別項症から第2項症まで 

心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障がい 特別項症から第3項症まで 

介護保険 
被保険者証 要介護状態区分が要介護5 
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─────── 公益財団法人北海道盲導犬協会 

札幌市南区南30条西8丁目1-1  TEL 582-8222 

札幌市南区南30条西8丁目1-1 

盲導犬の貸与を希望する方に、北海道盲導犬協会で必要な面接・貸与検査や訓練を受けた後、

盲導犬の貸与がなされます。 

◆対   象   者◆   道内に1年以上居住する18歳以上の在宅の方で視覚障害2級以上の身体障

害者手帳の交付を受け、社会活動への参加に効果がある等の要件を 満

たす方 

◆ 費 用◆   無償貸与（但し、共同訓練を受けるための交通費や貸与中の飼育管理費

等の費用負担があります） 

──── 公益財団法人北海道盲導犬協会 

札幌市南区南30条西8丁目1-1  TEL 582-8222 

 

視覚障がいによって生活に不安を抱えている方が、少しでも早く自立し安定した生活を過ごす

ことができるように必要な訓練を行います。 

◆対 象 者◆ 15歳以上の視覚に障がいがあり、お困りの方 

◆訓 練 内 容◆ 3週間を基本として北海道盲導犬協会に宿泊して訓練を受けます。 

◆ 費 用◆ 無料（ただし、入所中の食事、寝具等のクリーニング代などの実費負

担があります。） 

─────────────── 厚別警察署 

札幌市厚別区厚別中央2条4丁目5番20号   TEL 896-0110 

札幌市厚別区厚別中央2条4丁目5番20号 

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等の交付を受けており、一定の障がいの

方は、公安委員会から駐車禁止等除外指定車標章の交付を受けることができます。必要なものを

お持ちになり、厚別警察署で手続きを行ってください。市役所では受け付けできません。 

◆必要なもの◆  ・身体障害者手帳等 ・代理人申請の場合は、代理人の身分確認書類 

・過去に標章の交付を受けたことのある方は旧標章 

◆対 象 者◆ 警察署へお問い合わせください。 

──────────── 厚別警察署 

札幌市厚別区厚別中央2条4丁目5番20号 TEL 896-0110 

高齢者や身体に障がいのある一部の方、妊娠中の方などが、自分で運転する場合、その利便性

を図るため、利用する機会の多い官公庁や病院などの周辺道路上に「高齢運転者等専用駐車区間」

が設けられた場所があります。 

事前に厚別警察署に申請が必要です。 

◆ 利 用 方 法◆ 標識などで「高齢運転者等専用駐車区間」と定められた道路に、駐車する

ことができます。制度の対象者は利用する場合、「高齢運転者等標章」

を、車両前面の見やすい場所に掲示してください。 

◆必要なもの◆   ・運転免許証       ・自動車検査証 

・妊娠の事実を証する書面、または出産の日を証する書面（妊娠中ま

たは出産後8週間以内の方） 

◆対 象 者◆ 普通自動車免許を受けている者で下記のいずれかに該当する者 

・70歳以上の方 

・聴覚障がい者、肢体不自由のうち免許に条件を付されている方 

・妊娠中または出産後8週間以内の方 

盲 導 犬 貸 与 

視覚障がい者日常生活訓練  

歩行困難者使用中標章   
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障がい者自動車改造費助成  

 

──────   福祉課障がい福祉担当 

市内に居住し、身体障害者手帳1〜4級及び療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けてい

る方が、社会活動の促進のために自動車運転免許を取得する費用の一部を助成しています。 

詳細は担当までご連絡ください。 

◆助 成 額◆ 100,000円（限度額） 

◆必要なもの◆ ・自動車運転免許取得・改造助成事業助成金交付申請書 

（市役所福祉課にあります） 

・身体障害者手帳等 

・自動車教習所で教習を受けることを確認できるもの（入校申込書等） 

・自動車運転免許の取得に必要な経費が確認できるもの（力タログ等） 

・印鑑 

 

────────   福祉課障がい福祉担当 

市内に居住し、身体障害者手帳1〜2級の交付を受けている肢体不自由者が、就労等に伴い自ら所

有し運転する自動車を改造するとき、または改造された普通自動車を購入するときの費用の一部を

助成します。詳細は担当までご連絡ください。 

※助成の対象となるのは、操向装置及び駆動装置の改造に限ります。 

◆助 成 額◆ 100,000円（限度額） 

◆必要なもの◆ ・自動車運転免許取得・改造助成事業助成金交付申請書 

（市役所福祉課にあります） 

・身体障害者手帳 

・自動車運転免許証 

・自動車検査証（現在お持ちの自動車を改造する場合） 

・改造に要する費用の見積書 

・印鑑 

────────   福祉課障がい福祉担当 

日常的にたん吸引や胃ろう管理などの医療的ケアを必要とする在宅の重症心身障がい児・者を対

象に、地域活動支援センター等へ看護師を派遣し、医療的ケアを行います。 

◆対 象 者◆ 以下のいずれにも該当する方 

① 在宅の方 

② 医療的ケアの必要な方 

③  主治医の診療により看護師の派遣が必要と認められ、訪問看護指

示書の交付を受けた方 

◆ 必 要 書 類◆ ・北広島市障がい者医療的ケア支援事業申請書（市役所福祉課にあります） 

・主治医が発行する訪問看護指示書（決まった様式があります） 

・身体障害者手帳 

◆利 用 料◆ 有料（原則1割負担。ただし、所得に応じ利用者負担上限額を設定。） 
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ヘ ル プ カード 配 付  

 

 

 

 

─────────── 福祉課障がい福祉担当 

外見からは障がいなどがあるとわからない方が身に着けることで、周囲の人に援助や配慮が必

要なことを知らせることができるマ-クです。 

◆ 対 象 者◆ 義足や人工関節を使用している方、内部障がいや難病の方、妊娠初期の
方、その他外見からは援助や配慮を必要としていることがわかりづらい方 

◆配 付 方 法◆ 市役所福祉課で配付しています。 

───────────   福祉課障がい福祉担当 

障がいのある方などが持ち歩き、災害時や緊急時など、周囲の人に手助けを求めたい時などに

提示することで、あらかじめ記入してある「支援してほしいこと」について手助けを求める 

ことができるカードです。 

◆ 対 象 者◆ 周囲から助けが必要な時に、ヘルプカードを利用したい方 

◆配 付 方 法◆ ・市役所福祉課で配付しています。 

・市のホームページ「くらしの情報→福祉・介護→心身にハンディのある方

へ」からダウンロードし、ご自身で印刷して使用することもできます。 

───────   福祉課障がい福祉担当 

障がい者（いずれかに該当する方①障害者手帳をお持ちの方、②特別児童扶養手当・特別障害

者手当・障害児福祉手当を受給されている方、③障がい福祉サービス等・自立支援医療・ 特定疾

患医療の受給者証をお持ちの方）や高齢者を対象に、希望者へ無料で配付します。緊急 時に救急

隊などに必要な情報を伝えられるよう、持病や服用している薬などの情報を記入したカードを、

容器に入れて冷蔵庫に保管しておくものです。 

───────   福祉課障がい福祉担当 

きたひろサポートファイルは、お子さまの成長記録やいろいろな機関（学校・病院・保健福祉

機関など）の情報をまとめ、保護者の方やご本人が学校や病院、市役所の相談窓口などで状況を

説明する際に活用することができます。 

◆ 対 象 者◆ 18歳未満の支援が必要なお子さま及び保護者（18歳未満のお子さまのい

るご家庭であれば、希望があれば配布いたします。） 

※配布の際、対象となる方の氏名や生年月日等をお伺いします。 

◆ 配 布 場 所◆ ・市役所福祉課 

・子ども発達支援センター 

・地域サポートセンターみなみ 

・指定相談事業所あざれあ 

・相談室ここに 

ヘ ル プ マ ― ク 配 付  
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特別支援児童保育等  ──────────────   子ども家庭課 

保育施設において、集団保育が可能な3歳以上の心身の障がいまたは発達の遅れのある幼児の受

け入れを行っています。また、小学生の留守家庭児童を保育している学童クラブでも、集団生活が

可能な障がい児の受け入れを行っています。 

 

─────   健康推進課健康推進担当 

◆対 象 者◆ 

① 65歳以上の方 

② 心臓・腎臓・呼吸機能の疾患による障がいか、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能などの

障がいで身体障害者手帳1級の60歳から64歳までの方 

③ 身体障害者手帳をお持ちの方で、0歳から18歳以下の方 

④ 療育手帳をお持ちの方で、0歳から18歳以下の方 

⑤ 18歳以上の方で、重度の知的障がい及び重度の肢体不自由が重複し、かつ児童相談所で

実施する総合診断において、重症心身障がい者として認められた方 

◆ 接 種 期 間◆ 

各年10月1日から12月31日まで 

◆ 接 種 料 金◆ 

1,000円 

生活保護世帯の方は無料。（福祉課で交付する生活保護受給証明書が必要となります） 

◆必要なもの◆ 

保険証、運転免許証など本人確認ができるもの 

身体障害者手帳又は療育手帳（上記対象者②、③、④、⑤の方のみ） 

市送付文書（上記対象者②と⑤の方に送付します） 

※医療機関については健康推進課健康推進担当までご連絡ください。（広報でもお知らせして

います。） 

 



- 51 -  

 

 

 

──────── 高齢者支援課高齢者福祉担当 

食事を作るのが困難な障がい者や高齢者だけの世帯に、夕食のお弁当をお届けします。1食 400

円の負担で、祝日も含め毎日（年末年始を除く）利用できます。 

お弁当は一般食と治療食があり、治療食は糖尿病、じん臓病、すい臓病、心臓病、高血圧症な

どで医師からの指示がある方が利用できます。 

──────── 高齢者支援課高齢者福祉担当 

在宅で重度身体障がい者や寝たきりの高齢者の方を対象に、理容師が訪問して散髪を行います。 

事前の申し込みが必要で、自己負担額は1回1,000円、年6回まで（利用開始が6月以降の場合は

回数が異なります）利用できます。 

────────   高齢者支援課高齢者福祉担当 

身体的状況から自力で除雪が困難な低所得（市民税の所得割が非課税）である障がい者や高齢

者だけの世帯で、代わりに除雪できる親族が市内にいない方を対象に除雪ボランティアなどが除

雪を行います。 

利用する方は次のどちらか一方を選択していただきます。なお、②を選択された場合は、利用者

負担が発生します。 

① 玄関から公道までの生活に必要な通路部分の除雪 

② ①の範囲に加えて、道路除雪後の置き雪を間口3m以内で置き換え 

─  高齢者支援課高齢者福祉担当 

徘徊または徘徊の恐れのある障がい者や認知症高齢者を対象に、行方不明になった場合、地域

の協力を得て早期発見・保護に努めます。万が一のときに素早い対応と速やかな発見につなげる

ため、事前に登録していただくことをお勧めします。 

また、行方不明者が発生した際、その方の情報を事前に登録していただいたLINEに配信しま

す。 

登録はこちらから

http://www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/hotnews/detail/00129436.html 
 

配 食 サ ー ビ ス 

訪 問 理 容 サービス  

除 雪 サ ー ビ ス  

認知証高齢者等SOSネットワーク事業 
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芸術・文化・スポーツなど 

 

──── 北海道障がい者スポーツ協会 

札幌市中央区北2条西7丁目    かでる2・7 TEL 261-6970 

─────── 福祉課障がい福祉担当 

障がいのある方がスポーツを通じて体力の向上や自立更生への意欲を高めるとともに、障がいのある

方への理解を深めるために北海道障がい者スポーツ大会が行われています。 

競技は、個人競技のほか、団体競技も実施されています。 

大会の開催要綱等の送付を希望される方は福祉課までお伝え下さい。 

──────── 北広島市総合体育館 

北広島市共栄315-2 TEL 372-0808 

 

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方、及びその介助者（1 名）

及びその方で構成される団体は、使用料が免除されます。 

────── 北広島市芸術文化ホール 

北広島市中央6丁目2-1 TEL 372-7667 

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方で構成される団体は、

使用料が全額免除になります。 
 

─────────── 福祉課福祉庶務担当 

高齢者や障がい者団体等の研修やレクリエーション等に利用できます。乗車人員は15人以上45

人以下です。運行時間は午前8時から午後5時までとなり、1泊2日までの利用が可能です。 

◆バ ス◆ リフト付大型バス：1台（車イス2台乗車可） 

◆利 用 申 込◆ 北広島市社会福祉協議会 電話372-1698 

◆利 用 料 金◆ 運行1日につき6,000円、1泊2日の場合は20,000円（6,000円×2日 

＋8,000円（運転手宿泊費用）） 

（活動内容により一部減免される場合があります） 

※有料駐車場の料金、有料道路の料金は利用者負担です。 

◆運 行 距 離◆ 1日利用の場合  おおむね300キロメートル以内             

1泊2日の場合 1日につきおおむね250キロメートル以内 

※高速道路利用区間は実距離の60％で計算します。

北海道障がい者スポーツ大会  

総 合 体 育 館 使 用 料 金 減 免  

芸術文化ホール使用料金減免  

福  祉  バ  ス  の  運  行  
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市内では以下の公共施設で身体障がい者用トイレが利用できます。 

区分 施設名 所在地 番号 

官

公

庁

舎 

北広島市役所 中央4丁目2−1 ① 

北広島市役所西の里出張所 西の里南1丁目2−4 ② 

北広島市役所西部出張所 輪厚中央4丁目12−17 ③ 

 

 

 

 

 

文

化

施

設 

西の里会館 西の里南1丁目2−2 ② 

西の里公民館 西の里南1丁目2−4 ② 

農民研修センター 輪厚中央4丁目12−7 ③ 

北広島市芸術文化ホール 中央6丁目2−1 ④ 

北広島市図書館 中央6丁目2−1 ④ 

エルフィンパーク 中央6丁目209 ⑤ 

大曲ふれあいプラザ 大曲工業団地7丁目3−1 ⑥ 

中央公民館 朝日町5丁目1 ⑦ 

北広島東記念館 朝日町5丁目1−2 ⑦ 

北広島団地住民センター 泉町1丁目1 ⑧ 

大曲会館 大曲中央2丁目4−5 ⑨ 

広葉交流センター 広葉町3丁目1 ⑩ 

体

育

施

設 

西の里ファミリー体育館 西の里南1丁目2−3 ② 

大曲ファミリー体育館 大曲中央2丁目4−3 ⑨ 

北広島市総合体育館 共栄315−2 ⑪ 

ふれあい学習センター夢プラザ 大曲370−2 ⑫ 

北広島市防災センター 共栄587 ⑬ 

 

──────── 都市整備課 内線4224 

市内では以下の公園で身体障がい者用トイレが利用できます。（冬季間は閉鎖しています） 

 

 

 

 

公園名 所在地 番
号 

大曲東公園 大曲緑ヶ丘7丁目20−1 A 

きたひろサンパーク 富ヶ岡253−3 B 

つつじヶ丘公園 大曲工業団地7丁目50 C 

西の里公園 西の里東3丁目2 D 

虹ヶ丘公園 虹ヶ丘7丁目1−1 E 

ふれあい公園 中の沢266−13 F 

輪厚自然公園 希望ヶ丘5丁目5−3 G 

いちい公園 大曲幸町4丁目4−7 H 

南公園 南町3丁目51 I 

広島工業団地公園 共栄42−2 J 

竹葉公園 高台町2丁目51 K 

北広公園 栄町2丁目51 L 

稲穂公園 稲穂町西6丁目4 M 

広島公園 共栄町2丁目12 N 

東公園 稲穂町東8丁目4 O 

かぜの子公園 共栄町5丁目12 P 

みはらし公園 北の里57-5 Q 

開拓記念公園 中央2丁目5-1外 R 

共栄北緑地（バイシクルロット） 共栄276−3外 S 
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市内では以下の公共施設でオストメイト用トイレが利用できます。 

施設名 所在地 番号 

北広島市役所 中央4丁目2−1 ① 

西の里ファミリー体育館 西の里南1丁目2−3 ② 

北広島市芸術文化ホール 中央6丁目2−1 ④ 

中央公民館 朝日町5丁目1 ⑦ 

北広島団地住民センター 泉町1丁目1 ⑧ 

大曲会館 大曲中央2丁目4−5 ⑨ 

大曲ファミリー体育館 大曲中央2丁目4−3 ⑨ 

広葉交流センター 広葉町3丁目1 ⑩ 

北広島市総合体育館 共栄315−2 ⑪ 

ふれあい学習センター夢プラザ 大曲370−2 ⑫ 

北広島市防災センター 共栄587 ⑬ 

エルフィンパーク 中央6丁目209 ⑤ 
 

 

 

 

 

身体障がい者用トイレのある公共施設・公園 

虹ヶ丘公園 
 

② 

かぜの子公園 

広島公園 

 

 
 

大曲東公園 

Ａ 

レクの森 

① 

開拓記念 
公園 

R ⑦ 

いちい公園 

 

 

つつじヶ丘
公園⑥ 

⑨ ⑫ 

ふれあい公園 

 

  

 
北広
公園 

④ 稲穂 
公園 

⑩ ⑤
日

北広島団地 
 

 
輪厚自然 
公園 

 

竹葉公園 

⑧ 南公園 

③  

きたひろサンパーク 

 
西の里公園 

国道274号 

 

 

 

⑬ 

共栄北緑地 広島工業 
団地公園 

⑪ 
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関 係 機 関 ・ 団 体 一 覧

北広島市中央4丁目2－1
TEL 372－3311

（市役所2階）

●子ども家庭課 （市役所2階）
●高齢者支援課 （市役所2階）

（市役所1階）
（市役所2階）
（市役所3階）
（市役所2階）

◆北広島市役所

●福祉課

●健康推進課
●保険年金課
●税務課
●戸籍住民課
●都市整備課 （市役所4階）
●子ども発達支援センター

北広島市栄町1丁目5－2　北広島エルフィンビル3階
TEL 372－1650

◆市役所各出張所
●西の里出張所

北広島市西の里南1丁目2－4
TEL 375－3209

●大曲出張所
北広島市大曲柏葉1丁目2－3

TEL 376－2530
●西部出張所

北広島市輪厚中央4丁目12－17
TEL 376－2103

◆北広島市教育委員会
北広島市中央4丁目2－1

（市役所4階）
TEL 372－3311

◆北広島市社会福祉協議会
北広島市栄町1丁目5－2　北広島エルフィンビル2階

TEL 372－1698
◆北広島市成年後見センター

北広島市栄町1丁目5－2　北広島エルフィンビル2階
TEL 378－4285

◆千歳保健所
千歳市東雲町4丁目2

TEL 0123－23－3175

◆北海道中央児童相談所
札幌市中央区円山西町2丁目1－1

TEL 631－0301
◆北海道立心身障害者総合相談所

札幌市中央区円山西町2丁目1－1
TEL 613－5401

◆北海道立特別支援教育センター
札幌市中央区円山西町2丁目1－1

TEL 612－6211
◆北海道立精神保健福祉センター

札幌市白石区本通16丁目北6番34号
TEL 864－7121

◆公益財団法人北海道精神保健推進協会
札幌市白石区平和通17丁目北1－13

TEL 861－6353
◆北海道弁護士会連合会

札幌市中央区北1条西10丁目
札幌弁護士会館7階

TEL 281－2428
◆北海道身体障害者福祉協会

札幌市中央区北2条西7丁目　かでる2・7
TEL 251－1551

◆札幌南税務署
札幌市豊平区月寒東1条5丁目3－4

TEL 555－3900
◆札幌税関支署

札幌市中央区大通西10丁目　札幌第2合同庁舎
TEL 231－1443

◆石狩振興局
札幌市中央区北3条西7丁目　道庁別館

TEL 231－4111
◆新さっぽろ年金事務所

札幌市厚別区厚別中央2条6丁目4－30
TEL 892－9313

◆札幌東公共職業安定所
札幌市豊平区月寒東1条3丁目2－10

TEL 853－0101
◆北海道障害者職業センター

札幌市北区北24条西5丁目1－1　札幌サンプラザ5階
TEL 747－8231

●福祉総合相談室 （市役所2階）
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市 役 所 及 び 出 張 所 ・ 各 機 関 所 在 地 の ご 案 内

広島神社

道央農協
西部支店

西部出張所
大曲
出張所

西の里公民館
西の里出張所
体育館

西の里会館

西部出張所

北海道立心身障害者総合相談所
北海道中央児童相談所
北海道立特別支援教育センター

北海道中央児童相談所
北海道立心身障害者総合相談所
北海道立特別支援教育センター

大曲出張所

福祉センター・北広島市社会福祉協議会

西の里出張所

農民研修
　センター

あおぞら
保育園

恵
庭

江
別

道
道
江
別
恵
庭
線

道
央
農
協

大
曲
支
店

大
曲
中
学
校

交
番

道
道
栗
山
北
広
島
線

北
広
島
市
街（
市
役
所
）

道道栗山北広島線 大曲

北広島市役所

北広島市役所

千歳保健所 新さっぽろ年金事務所

千歳　国道36号　 札幌

大倉山シャンツェ

北5条通り

西
28
丁
目
駅

地
下
鉄

小
樽

国
道
５
号
線

36

国
道　
号

厚
別
青
葉
通

野
津
幌
川

国道36号

国道12号

西
28
丁
目
通
り

支
笏
湖

西9条通り

北1条通り

南1条通り円山
動物園

円山

円山公園●円山球場
北海道神宮　　

●
北海道神宮　　

●

西友●西友●

円山公園駅円山公園駅

●
旭山病院
●

旭山病院

●円山西町2丁目
バス停

●円山西町2丁目
バス停

●交番●交番 中央大通り中央大通り

仲の橋通りり

千歳空港千歳空港

●消防署●消防署

●札幌市
青少年科学館
●札幌市
青少年科学館 ●厚別区民センター●厚別区民センター

●サンピアザ●サンピアザ
●

カテプリ
●

カテプリ

ホテル●
エミシア札幌
ホテル●
エミシア札幌

●
イオン
新さっぽろ店
●
イオン
新さっぽろ店

●
JCHO

札幌北辰病院
●

JCHO
札幌北辰病院

新さっぽろ
年金事務所
新さっぽろ
年金事務所

●
厚別
体育館
●
厚別
体育館
厚別
郵便局
●
厚別
郵便局
●

●厚別区役所●厚別区役所●スポーツセンター●スポーツセンター

　　　　●
朝日ホテル
　　　　●
朝日ホテル

　ホテル●
　日航千歳
　ホテル●
　日航千歳

●
中央バス
●
中央バス

郵便局●郵便局●
市役所●市役所●

市民会館市民会館

保健所保健所千
歳
川

千
歳
川

●ペウレ千歳●ペウレ千歳

藻
岩
山

麗
通

江別江別

原始林通原始林通

札幌札幌

千歳千歳

札幌札幌

千歳　国道36号　 札幌

　　

北広島　国道274号　札幌

JR千歳駅JR千歳駅

JR新札幌駅

地
下
鉄

新
さっぽろ

駅
地
下
鉄

新
さっぽろ

駅

JR北広島駅JR北広島駅

●
北広島
郵便局
●

北広島
郵便局

北広島市
社会福祉
協議会

北広島市
社会福祉
協議会●

北海道銀行
●

北海道銀行
北洋銀行●北洋銀行●

●東光ストア●東光ストア●
北広島
おぎの眼科
●

北広島
おぎの眼科

仲の橋通りり

北海道
リハビリー



障がい者が作成した製品を広く市⺠の皆さんに知ってもらうため、また、
ふれあいを通じて障がい者に対する理解を深めてもらうことを⽬的として
開設しています。

中央６丁⽬�ＪＲ北広島駅構内３９８−６６８０
場所

営業⽇・営業時間⽉曜⽇〜⼟曜⽇（祝⽇・年末年始除く）午前�10�時〜午後�4�時

販売品⽬
⼿芸品、⽊⼯品、パン、焼菓⼦

ふゅーる
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